
 

 

 

不二越勤労挺身隊二次訴訟一審判決 

事実認定 

  

（富山地裁２００７年９月１９日判決より） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

→戦争・植民地被害者の被害事実―戦後補償裁判の記録から 

→ＨＯＭＥ 

http://justice.skr.jp/higai-top.html
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2 本件勤労挺身隊員ら各自の事情については，次のとおり認められる。

川原告李酢(以下， (1)において，原告というときは，原告李酔のことを

いう。)

前紀前提となる事実，鉦拠(甲Blの1及び2，1の3の1及び2， 1の

4，乙4の1及び11，乙5の1，2及び12，乙36，原告本人)及び弁

鎗の金鍾旨によれば，以下の事実が認められる.

ア 家族関係及び経歴
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原告は， 1 932年(昭和7年) 1月 10日，ソウル市(当時は京城市)

で出生し，その後，木村-と創氏改名させられた.原告の父は，多数の

従業員を履い，大規模な工事を行う土木会社を経営しており，家庭は俗循

であった。原告の両親は，原告が小学校2年生の時まで会社の都合で各地

を移動しており，原告は，ソクル市内の自宅において，兄，弟，妹と母方

の伯母夫婦と生活していた。原告の母は，原告が小学校4年生の時に病死

し，父が再帰したため，以後は継母との生活であったが，原告は，継母と

も仲がよかった，

イ 勤労縫身隊への勧誘

原告は， 1 944年(昭和19年)ころ，奨忠国民学校高等科 1年生に

在学していたところ.貌友の父貌でもあった当時の担任の、朝鮮人数師から

動労挺身隊への勧誘を受けた.担任は，校長から，模範として同人の娘と

その親友である原告を動労挺身隊へ勧誘するようにとの指示を受けていた

ものである。

原告は，当時，実母がかつて小学校教師であったこともあり，上級学校

に進んで将来は教師になることを夢見ていたが.女学校の受験に失敗して

国民学校の高等科に進学したばかりであり，上級学校へ進学することを強

く希望していた。また，原告は，国民学校で受けた教育によって，日本は

良い固であり，日本への忠餓を尽くすことが自分たちの運命であるように

箆織していた，

原告は，担任と校長から， r 2年間不二銭に行けば，高等科を卒業した

のと同じ扱いにして，帰国後，女学校に行けるようにしてあげるoJ， rボ

タンを付ける簡単な作業だけしかしないから，日本に行ってくれ。日本に

行くと，花線修行もできるし，勉強や詩や生け花も教えてくれる。Jなど

と雷われて，鋤労録身隊に参加するよう勧められ，留学するのと似たよう

なものだという飽餓しか持たないまま.勤労挺身隊への多加を承錯した，
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原告が，継母に対し，勤労挺身隊へ参加することを話したところ，原告

の父は，大変な剣幕で怒り，校長に対し，鋤労挺身隊への参加は併さない

と抗継したが，その後も.校長は，原告を呼び出して， r約束したことだ

い友達も行くから挺身隊に行きなさい。お父さんも後でよくしたと思う

から行ってこいoJと強く勧誘し，是終的に父も黙18したため，原告は.

勤労挺身隊に参加することになった.同じ学校からは，小学佼6年生が2

人.高等科1年生が原告を含めて2人.高等科2年生が2人，_加するこ

とになった.

原告はt 1 944年(昭和 19年) 1月2日.他の鋤労縫身隊多加者と

共にソウル市役所前に集合した.ソウルから約 150名.仁川lから約50

名が集合した.駅では，軍隊が.原告らを乗せた汽JI[と見送りの家銭との

聞を隔てていた。原告らは，ソウルから汽車に乗り，釜山から紛で下関に，

下関から汽車で富山にft1務した.

ウ 被告不二舗での仕事

原告は.被告不二館に到着後，約40日間，行進等の軍隊式の訓練を受

けた。その後.原告は，精器4探に所属し，最初は飛行繊の飾品をグライ

ンダーで削るミーリングの仕事をしていたが，日本人の高等女学校出身者

が動員されるようになってからは，研磨の仕事に変わった.当時 12歳の

原告にとって.大型でかつ動カを各機敏に伝えるベルトが高速で回転する

機械での作業は，大きな恐怖感を伴うものであった.旋盤で切った鋼材を

ミーリングの機敏に固定するためにポルトを締めるのには非常にカが必要

であり，特に手がかじかむ冬にはうまく締めることができず，バランスを

崩して倒れ腰を打つことも何度かあった.また，原告は，ミーリングの機

敏で作業をするには背が低かったため，足の下に台をおいて作業していた.

本件工場においては，赤番，背番と呼ばれる昼夜2交代制がとられてお

り，原告は，赤番に所属しt l週間ごとに日鋤と夜勤を繰り返した.日動
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の時は，午前4時3'0分ころに起床し，午前5時ころに工渇に向けて出発

し，途中で食堂に寄って食事を取り，午後。時ころから午後7時ころまで

働いた.夜勤の時は，午後5時ころに出動し，未明まで働いた。機敏を休

ませないために，日:鋤と夜鋤とは 12時間交代で作業に当たった。

原告は，賃金を支給されたことはない.原告が，寮の舎監に対し.賃金

について質問したところ， r銀行に預金しておくから家に帰る時に月給と

してまとめて渡す'0Jという説明を受けた.

エ彼告不二倍での生活

原告は.彼告不二起において，第12愛国寮で生活した.

食事は，靭が変飯1腕.みそ粁 1杯とたくあん2切れ.昼が三角パンか

鍾り飯であり，他の館屋の者に朝食を盗み食いされても代わりの食事は与

えられなかった.原告は，いつも空腹で，月に一度，実家から送ってもら

う変粉，干し餅，互によって空腹を満たしている状態であった.

原告は.寝具としては布団 1枚を与えられたのみで.冬は寒く， 2人で

布団を共有するなどして寒さをしのいだ.夏は暑く.シラミ，ノミ，ダニ

のためなかなか寝付けない状態であった.入浴した記憶はなく，dt:面所で

体や顔を手ぬぐいで伏く程度のことしかできなかった。

原告は.友人同士では朝鮮に帰りたいという館をしていたが，寮の舎監

には怖くて帰りたいとは言えなかった。また，原告は.舎監から友人らの

動鯵や会館内容を監視して報告するよう指示された.寮や本件工場では，

ハングルは使用できず，日本語を使用していた。また.手紙は.寮の講堂

に集まって書いていた。

オ帰国及び帰国後の生活

原告は， 194 5年(昭和20年) 7月，被告不二越が沙恩院に工場を

建般するということで，同時期に被告不二越に来た約~OO人の勤労縫身

隊員らと船と汽車で沙里院に連れて来られて，そこで簡単な所持品だけ持
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って 1か月だけ帰宅するよう指示されたため，自宅に帰り，待機していた

ところ，そのまま終戦を迎えた。

原告は，194 9年(昭和24年)に結婚したが.夫には， 1 9 7 9年

(昭和54年)に夫が死亡するまで，勤労挺身隊として被告不二越で働い

たことを話すことができず，長男には， 200 2年(平成 14年)ころ，

本件訴僚の提起が決まり，来日する前に初めて話をした.

彼告不ニ勉は， 194 7年(昭和22年) 8月30日，原告を被供配者

として，退職慰労金不足額として2円84銭，国民貯蓄として46円41 

銭，預金として283円28銭，合併332円53銭を富山司法事務局(当

時)に供託した，また，被告不ニ鍾が 1947年(昭和22年}ころから

1 948年(昭和23年}ころに作成した供託金還付鰯求者名簿には原告

の名前がある.

なお，原告の厚生年金保険彼保険者期間は. 1 944年(昭和 19年)

1 0月1日から 1945年(昭和20年) 8月31日とされている.

(2) 原告朴跡(以下， (2)において.原告というときは.原告朴.除のことを

いう0)

前記前提となる事実，経拠(甲B2の1ないし3，乙4の1及び9，乙5

の 1，2及び10)及び弁論の全趣旨によれば，以下の事実が飽められる.

ア 家銭関係及び経歴

原告は， 1 925年(大正 14年)4月7日，ソウル市(当時は京減市)

で出生し.その後，竹 と創氏改名させられた.原告は，1 944年

(昭和 19年)当時は，既に攻玉女学校を卒鶏し.三鑓デパートに鋤めて

おり，ソウル市のいとこの家に住んでいた.原告の父は，原告が 14歳の

時に亡くなっていたため.原告の家族は，母.京線市庁に鋤めていた兄と

姉の3人であった.家併は，豊かな方ではなかったが，苦しいということ

もなく，経済的には普通の生活を送っていた。
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イ 勤労挺身隊への勧続

原告は， 1 944年(昭和 19年)のある日，勤労挺身隊員を募集する

旨の新聞記事を見た.原告は，新聞~事を読んで，勤労挺身隊に参加する

と富山の彼告不二鎗の工織で働くことが分かつたが，その記事では，賃金

が1か月 70円とされており.当時の原告の賃金の約2俗という纏めて高

額の賃金であったため，動労挺身隊への参加を考えるようになった.原告

が兄に相鮫したところ，兄は，エトウという名前の原告ら家族のことをよ

く知る学校の教師に相談した。エトクは，兄に『安心して日本に行けばい

い。内鮮一体であり.日本人と鯵国人は一緒だ.日本人を信じてoJと言

った.兄は，エトウの勧めによって，原告の動労挺身隊への彦加を決めて

きた.原告も兄も，エトウの言葉を信じて疑わず，何の不安もなく，今よ

り高い賃金が支払われるということで動労縫身隊へ参加することにしたも

のである.原告の母も，兄が賛成していたので，特に反対しなかった.

原告は， 194 4年(昭和19年) 7月2日，他の鋤労縫身隊参加者と

共にソクル市役所に集合した。ソウルなどから，約200人が集合した。

被告不二館の臓員が引率者として来ていた.原告の家族は，ソウノレ駅まで

見送りに来たが，別れの際は，泣きながら， rさようなら，行ってらっし

ゃい。Jと雷っていた.原告らは，ソウルから汽車に乗り，釜山へ行き，

そこから日本に渡った.

ク 被告不二鎗での仕事

原告は，彼告不二館にき~JJf後，行進等の軍隊式の訓練を受けた.その後.

原告は，精総4線に所属し，六尺旋盤で鉄を削ったり，機敏に鉄を入れて

切ったりという作業に従事した。原告は，女子が旋盤を使用して作業する

とは思っていなかったので.最初はとまどったが，頑張って働いた.

本件工場においては，赤番，背番と呼ばれる昼夜2交代制がとられてい

たところ，毎日，交代時間の後2時間くらいは残業があったが，原告は.
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その分残業代が淘えるのだと思って仕事に励んだ，朝は午前5時ころから

午前6時ころに起きて，夜は午後9時ころに寝るという生活だった。

原告は，賃金は 1か月 70円で，さらに残業した時間に応じて残業代が

支払われるものと思っていたが，被告不二鎗にいる聞は，お金を使うこと

もなく帰国時に賃金をもらえばよいと思っていたので.被告不二纏の職員

に対し，賃金について質問したり，賃金の支払を鰍求したりしたことはな

かった.帰国する際にも.賃金を支給されることはなかったが，原告は，

戦争中なので，帰国した後に支払ってもらえるものだと思っていた。

エ被告不二越での生活

原告は.被告不二鑓において，第 12愛園祭で生活した。寮は，本件工

場から徒歩で10分くらいの距艇にあり，工舗へ行く時には庭ごとに行進

した.歌を歌いながら行進したこともあった.原告は，班長をしていたた

め，約50人の鋤労挺身隊員らを引率した，寮からの外出は制限されてお

り，原告は，第三次鋤労挺身隊を函館まで迎えに行った時，勤労挺身隊員

が入院して亡くなった際に病院まで迎えに行った時，その勤労縫身隊員の

お葬式に参列した時の他は，外出したことはなかった.

寮の郁屋は. 1郵屋8畳ほどの広さで. 2節屋 16畳に20人が生活を

していた.寮の郎屋には，ストープや火鉢等の暖房設備はなく，与えられ

た布団も人絹製の体がやっと隠れるくらいの婚け布団 l枚であったため，

原告は冬の就寝時にはとても寒い思いをした.

食事は，三角パンだった.三角パンは，食パンを斜めにカットしたくら

いの大きさのものを2つくらいしかもらえず.その他に汁物が出たことも

あったが.食事の量が少なかったため.原告はいつも空腹であった。

原告は，被告不二鍾から生理用品を十分支給されなかったため，家から

持っていった生地を使っていた。入浴もできたが，どのような入浴施綾に

どれくらいの頗皮で入ったかは覚えていない.
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オ帰国及び帰国後の生活

原告は， 1 945年(昭和20年) 7月.被告不二館が沙里院に工場を

建役するということで.消fttを経て沙里院まで遮れて来られ.そこで自宅

待織を指示されたため，帰宅した.原告は.日本から沙恩院へ自分の荷物

を送ったが.その荷物を受け取ることはできなかった.

その後.原告は，市役所で働くことになり，結帰するまで市役所に勤務

していた.

彼告不ニ館は， 1 947年(昭和22年) 8月30日.原告を彼供託者

として，退喰慰労金不足額として2円84銭，国民貯蓄として63円56

銭.預金として281円41銭，合計347円81銭を富山司法事務局(当

時)に供託した.

なお.原告の厚生年金保険被保険者期間は， 194 4年(昭狗 19年}

1 0月1日から 1945年(昭和20年) 8月31日とされている.

(3) 原告強-<以下， (3)において，原告というときは.原告張圃・のことを

いう.)

前紀前鍵となる事実， diEl& (甲83の lないし 3.乙4の1及ぴ1O.乙

5の 1.2及び11)及び弁蛤の金鍾旨によれば.以下の事実が認められる.

ア 家族関係及び経歴

原告は， 193 0年(昭和5年)6月29日.ソウル市(当時は京減市)

で出生し.その後.長田.と創氏改名させられた.原告は， 1 944年

(昭和 19年)当時，父母.弟.妹の家族5人で生活していた.際告の父

は..従業員2.人宏使用して製紛所を経営しており.家庭は隻かな方であり，

吠告は，白米を食べ，毎月小遣いをもらっていた.

イ 鋤労縫身隊への勧誘

原告は. 1 944年{昭和 19年)，遜莱公立国民学佼高等科1年生に

在学していたところ.ある日.同学年の約350人全員が学校の餓堂に集
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められ，生け花やミシンの練習，勉強の様子のほか，男性がミーリングや

旋盤等で作業をしている様子が写ったエユース映画を見せられた，映画が

終わった後，クラスに戻ると，担任の吉田-という日本人教師から，

f映画のとおりだから勤労挺身隊に行きなさい。J. r日本に行けば勉強さ

せてくれる。日本は良い図だ.留学することと同じだoJなどと言われて，

勤労挺身隊への参加を勧められた。

原告は，担任から言われた雷業を信じて，勤労.身隊への参加に応じた

が，両親に話をすると猛反対された。しかし，原告が「日本に行って勉強

して立派になって戻ってきたい。Jと雷って泣いて，食事もとらないで頼

んだため.両親もそれ以上は反対しなかった。同じ学校からは，原告人人

が参加した。

原告は， 1 944年(昭和 19年) 7月，他の勤労挺身隊参加者と共に

ソウノレ市役所前に集合した。ソウノレから約 150人，仁川から約 50人が

集合した。駅では，馬に乗ったり，サーベノレを付けたりした普察官ら軍隊

が，原告らを乗せた汽車と見送りの家族との聞を隔てていた。原告は，両

貌と別れる時は寂しくて行きたくなくなったので， r私もう行かない。j

と言って泣いたが，響祭官がいたので帰ることはできなかった。

ウ 被告不二銭での仕事

被告不二越に到着して最初の 1週間は，会く仕事もなく，食事の時には

りんごも出たので，原告は，安心して，家族宛てに何も心配しなくていい

旨の手紙を書いた.しかし，その後，行進等の軍隊式の訓練が始まると，

原告は，食事をほとんど取ることなく， rお父さんに会いたい，お母さん

にも会いたい。J，r家に帰りたい。j と言って泣いていたが，寮のイケダ

という日本人教師から，食事をよく食べて元気で待っていれば帰してくれ

ると曾われたため，その宮業に従うことにした.

原告は， m器 4線に所属し，ミーリングを使用して鉄を切る作業を担当
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した。原告は，ミーリングの機敏で作業をするには背が低かったため，足

の下に台を置いて作業していた.仕事は流れ作業で，自分のところで仕事

をためると他の人にも迷惑がかかるので一生懸命働いた.なお，本件工場

内では， .伍長と呼ばれる日本人男性が監視のために巡回しており，居眠り

をすると伍長から厳しく叱りつけられた.

本件工場においては，赤番，脊番と呼ばれる昼夜2交代制がとられてお

り， 1週間毎に日勤と夜勤を繰り返した。勤務時間は， .1 2歳から 14歳

までの者は 10時間. 1 5歳以上の者は 12時間となっていて，原告は，

日鋤の時は，午前6時ころ起床し.午前7時ころから午前8時ころ出動し，

午前8時ころから午後6時過ぎまで働き.夜勤の時は，午後7時ころから

午前7時ころまで働いた。原告は，朝鮮にいる時は午後8時30分ころに

就寝する生活をしていたため，夜勤の時は眠たくて仕方なく，夜食の三角

パンを食べるために休憩したときなど，ストープの前で居眠りしてしまう

ことがあった。日鋤の時でも仕事が終わると疲れ果て，布団を致くとすぐ

寝てしまう状態だったが，夜鋤明けの時は，疲れて朝食さえも食べること

ができないことがあった。

原告は，冬の夜勤中，ミーリングの機械の歯車が過勲しないように水を

かける作業をしつつ，眠気覚ましに近くにいた日本人女性と穏をしている

時に，左手が歯車に巻き込まれ，まるでするめのように手が平たくなって

しまったことがあった.事故に遭ったのは午前O時ころで，午前0時ころ

から午前1時ころにかけて医務室で傷口に赤チンを塗り，左手を布でつる

だけの簡単な治療を受け，そのまま仕事をさせられた.翌朝には左手は大

きく腫れ上がっていたが，それでも病院には行かせてもらえず.左手を布

でつった状態で， 1日も休まずに働かされた.原告は，この怪我のため，

現在でも左手を叩くと痛みを感じることがある.なお.この怪我の際も，

原告は，数師に朝鮮に帰してくれるように頼んだが， 1人では帰ることは
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できないなどとして帰してもらうことはできなかった.

社員手帳には，毎月の賃金が記敏されており，朝食8銭，昼食 10銭，

夕食12銭の 1目合計30銭が食費として引かれていた.また，寮の日本

人教師に，友人と fおなかが空いたので少しお金をくれ。Jと雷った時に

は. rあんた遣がなんのお金を欲しいの.j， r銀行に貯金したから心配し

なくていい.家に帰るときにみんなやるけなどと雷われ.お金はもらえ

なかった.また，原告は，被告不二錨において，生け花やミシンの稽古を

し 2度受けたことがあったが，勉強をする織会は全くなかった。

エ 彼告不二越での生活

原告は，被告不二起において，第 12愛国寮で生活した.寮は本件工窃

から徒歩で10分くらいの距厳にあり.寮には全部で300人から 350

人が入寮していた.寮には，小隊長，寮長等3.4人の日本人教師がいて，

勤労鍵身隊員の動静を監視しており，病院に行くときなど併可された場合

でない限り，外出はできなかった.

朝の起床は，日勤時は午前6時ころであり， r起床!Jというかけ声で

起床した後，掃除.点呼があって.郎屋の前で各部屋の長が f何号室何名，

事故なし.異常なし.J という報告をし.夜も点呼をしてから， r消灯!J 

のかけ宵で一斉に寝ていた.また，工場と寮の往復の際は行進をしなけれ

ばならず， r歩調とれ!Jと言われたら， rl， 2!J r3， 4!Jとかけ

声をかけながら行進した.冬には靴下もなしに，下駄を届いて行進した.

また.小隊長が， r何名出動しますoJr異常なし.J ~報告してから出発

し，帰ってきた時には「行って参りました.Jという報告をしていた.

食事は.朝食が少しのご飯，みそ汁，たくあん又はらっきょうで.昼食

にも最初はご飯が出たが，後に三角パンになった.最初の 1週間は朝食時

にリンゴ1切れが出たが，以後リンゴは出ることがなかった.原告は，あ

まりに食事が足りないので，月に 2，3度，餅や豆を自宅から送ってもら

帽
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っており，食べ物を送・ってもらった時には，食べ過ぎて下痢をすることも

あったー原告は，自宅から送ってもらったお金で，食堂の織の宛底で，歯

磨きと箸を買ったことがある。

寮の部屋は，畳 1:1:が1人分のスペースであり，冬はシラミ，夏はノミ

がたくさん発生し.かゆくてよく眠れなかったが.消毒はされなかった.

1945年(昭和20年).4月ころから，空"警報が頒繁に喝るように

なり，同年5月から同年7月ころまでは，毎日のように響報が鳴り.原告

らは，低い隣の山に防空ずきんをかぶって避鍵していた.

オ帰国及び帰国後の生活

原告は， 194 5年(昭和20年) 7月，被告不二鎗が沙恩院に工織を

態依するということで，富山の伏木港から朝鮮に紛で渡り.沙皇院に巡れ

て来られ，そこで 1か月の休暇を与えられたため.自宅に帰り.そのまま

終戦を迎えた.朝鮮に渡る船には軍人が乗っており，原告らも竹で作った

浮袋を体中につけていた.遮合軍の攻態が激しかったため，船内で7日間

過ごさなければならなかったが，その間水が無いので顔や獲を洗えず，歯

も磨けずにつらい思いをした.

原告は， 2 0歳の時に結婚したが，緯国では慰安婦と鋤労挺身隊とが区

別されていないため，勤労縫身隊に参加して被告不二舗で働いたことは失

にも友人にも維にも筒さなかった.本件訴訟を鑓起するにあたり，原告は，

失と息子に動労挺身隊に歩加していたことを錯すことができた.息子は，

fお母さん，どうしてそんなことを恥ずかしがって話をしなかったの。J

と曾ってくれた。

被告不二越は， 1 947年(昭和22年) 8月30日，原告を彼供託者

として，退臓慰労金不足額として2円84銭.国民貯穫として52円45

餓，預金として 77円51銭，合計132円80銭を富山司法事務局(当

時)に供託した.
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なお，原告の厚生年金保険被保険者期間は， 194 4年(昭和 19年)

1 0月1日から 1945年(昭和20年) 8月31日とされている。

(4) 原告李.順(以下， (4)において，原告というときは，原告李.貨のことを

いう0)

前記前提となる事実，1iE拠(甲B4の 1及び2，4の3の1及び2. 4の

4，原告本人)及び弁鈴の全趣旨によれば，以下の事実が偲められる.

ア 家銭関係及び経歴

原告は. 1 932年(昭和7年) 1月5日，群山市で出生し.その後，

i専問.と創氏改名させられた.原告の父は，管業員を 10人程度使用す

る鉄工所を営んでおり，家庭は裕福であった.原告は. 1 944年(昭和

1 9年)当時，雨続.姉1人，弟4人.妹1人と生活していた.

原告は.I挙山公立パノレマ尋常小学校を同年3月に卒業し，女学校の入学

院験を受験したが，不合繕となり，同年4月に群山公立昭和辱常小学校の

高等科に進学した。

イ 鋤労縫身隊への勧誘

原告は. 1 944年{昭和19年) 9月から 10月ころ，群山公立昭和

尋常小学校高等科 1年生に在学していたところ，高等科1年生の 30人と

小学校6年生の20人が学校の講堂に集められ，オサダという日本人教師

{以下『オサダJという0) から，勤労縫身隊について， rお金も稼げる

し，勉強もできるe 生け花も学べるoJなどとの鋭明を受けた後，原告と

同じか少し年上の少女たちの豊かで楽しげな工舗での生活を措いた30分

から40分程度の映画を見せられた。映画には，美味しそうな食事の機子

や少女たちが宿舎で楽しそうに遊んだり，生け花等の習い事をしたり.本

を餓んで勉強したりしている様子が映っていた.原告は，当時，女学校に

行って勉強することを強く希望しており.映画を見て. rああいうところ

ならぜひ行ってみたいものだなあ。J~思った.一緒に映画を観た生徒の
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うち. ? 0人ほどが勤労挺身隊への参加を希望した.

原告は，映画上映後しばらくして.担任教師に呼び出され.r日本に行

くべきだoJとしづ路をされて，勤労挺身隊に彦加するための書類に署名

させられた.その際，鋤労挺身隊に参加したら具体的にどこに行くのかと

いう脱明はなかったため，原告は，日本に到着するまで彼告不二越に行く

ことは知らなかった.原告は，担任教師から両親の承跨容をもらってくる

ようにいわれたので，両銀にS蓄をしたところ.両銀は.原告の鋤労縫身隊

への参加に反対して校長に抗縫したが，校長は，原告が既に書類に署名し

ており.辞退はできないなどと雷って，両線の抗鎗を取り合わなかったた

め，筒貌も締めぎるをえなかった.

原告は. 1 945年(昭和20年) 2月ころ，他の動労挺身隊参加者と

共に群山公立昭和尋常小学校に集合し，校長から激励の後拶を受けた.同

じ学校からは. 2 5人が勤労挺身隊に参加することになった.その後，勝

山駅から出宛して釜山へ行き，釜山から船で下関に渡り.下関から汽車で

富山まで来た.群山駅には，原告の家族ら大勢の人が見送りに来ていた.

船の上では.空銭に備えた訓練が行われた。オサダは，引率者として同行

し，原告らが帰国するまで，原告らと一緒に療で生活していた.

ウ 被告不二鎗での仕事

原告は，彼告不二越に到着後， 1か月近くの問，毎日，是を高く上げて

行進する訓練を受けた.体鎮の訓練もあった.訓練を担当したのは日本人

の女性教師だったが.行進の時に動作を間違えると，大きな声で厳しく怒

られた.

その後，原告は，研磨繰に所属し，ベアリングの輸の内輸を紙ヤスりで

磨く作業に従事した.研磨繰では約50人が鋤いていて.朝鮮からの鋤労

鍵身隊員は約 10人で，残りは日本人だった.作業は座って行うので，足

は疲れなかったが，カを要する作業だったため，肩が痛くなった。また，

-60 -

I 



機械にベアリングを入れる時にベアリングを集中して見なければいけない

ので，目が疲れていつも充血していた。女子師範学校2年生のアオモりと

いう日本人女性が原告らの作業施の班長であり，作業中は問女が作業を監

督していたほか，日本人の工場長が巡視に回ってくることもあった.日本

入学生は，休日には実家に帰っていたようで.原告は，アオモりが実家か

ら持ってきた食べ物を分けてもらったことがあった.

勤務時間は，午前8時ころから午後7時ころまでであり，忙しい時には

午後 10時ころから午後 11時ころまで働いたこともある。日曜日は休日

であった.工場と寮との行き帰りは，徒歩で 10分から 20分の道のりを

集団で行進した，出勤前と退社後には点呼があった.

原告は，賃金を支給されたことも，賃金についての説明を受けたことも

なかった.また，原告は，被告不二越において，生け花等の習いごとを教

えてもらうことも，勉強する機会も全くなかったa

エ被告不二越での生活

原告は，被告不二鑓において，療で生活した。寮では， ~ 5人が1部屋

で暮らし，畳 1枚が 1人分のスペースだった。寮には暖房設備もなく，と

ても寒い思いをした。寮の入り口にある管理室には，常時3，4人の教師

がいて.勤労鋸身隊員の動静を監視していた.原告は.団体で外出したこ

とはあるが，無断外出は禁止されていた.原告は，家に帰りたいとずっと

思っており，友人同士では帰りたいという簡をよくしたが，教師には怖く

て帰りたいとは言えなかった，

また，従姉の夫が，原告に面会するために寮を訪れたことがあったが，

面会は，寮の面会室で監視の日本人と一緒でしか併されず. f苦労してい

るだろうが我慢しなさい。Jという程度の話しかできなかった。従姉の夫

は，この時原告を逃亡させる計画だったが，監視が厳しくて断念したとの

ことであった。
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原告は，被告不二越滞在中に，一度寮を移った。.2番目の寮にも管理室

はあり，無断外出は禁止されていたが，監視は以前よりも緩く，仕事が終

わってから柿の実を拾いに隠れて外出していた.また，田舎の村を紡ねて，

持っていた衣服を豆等と交換してもらうこともあった。衣服と豆等を交換

しτいるうちに.原告は着るものがなくなってしまい，研磨の作業で使う

布製のヤスリを漉って布の部分を剥がして，それを干して下着にして使用

していた.

食事は.朝食には小さな茶碗に入れられたご飯と粋物とおかず1品を，

昼食には昼食用に持たされた三角パン3つを食べていた.原告は，朝食の

量が少なかったため，昼食用のパンも朝食の時に食ペてしまうこともあっ

た.夕食には，朝食と同じものを食べていた.原告は，いつも空腹であり，

両親から送ってもらうミスカルで空腹を満たしていた。手紙は，検閲され

ており，雨続宛ての手紙にもお腹がすいたとは書けず， ミスカノレを送って

くれと書いていた，空襲勢報が鳴って畑に避難した時に，あまりに空腹の

ため，畑のキュウリを食べたこともあった，

療には暖房設備がなく，原告は，友人と布団を共有するなどして寒さを

しのいでいた.また.原告は，入浴した記憶がなく，夏には水をかぶって

しのいでいた，洗面所で体を洗ったこともあった。

原告は. 1 9.4 5年(昭和20年) 5月ころ，ジフテリアにかかり，高

然が出て，受の毛が抜けたが，寮には他にもジフテリアにかかった人が何

人もいて，小さな部屋に隔能され， 1 0日間ほどそこで生活した。また，

疲れ目から自の具合が惑くなり，病院に行ったこともあった.

同年8月の数か月前から.ほとんど毎日のように，仕事中も夜も空襲警

報が鳴った.空襲警報が鳴ると，防空ずきんをかぶって，りュックサック

を担いで工場から徒歩で1時間ほどの短艇にある田んぼに遊簸した.毎晩

のようにそのような避難を繰り返すうちに，原告は，寝不足で作業中も居
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眠りをするようになり.また.2望感が来ても気付かずに防空ずきんをかぶ

ったまま袋ていたこともあった.

オ 帰国及び帰国後の生活

原告は. 194 5年(昭和20年) 8月15日.熊の倹の運動婦で終戦

の放送を聞いた.原告は.ともかくほっとして.これでやっと家に帰れる

と思い錨しかった.終戦後は，働かなくてもよ〈なったが.戦後の食斜簸

のためさらに食料事情は感くなり.木から落ちた柿を拾ったり，木になっ

ている柿をとって食べたりした.原告は.周年 10月，嶋田に帰国した.

出発時にはおにぎりを 2つ支給され.それを食べながら富山から釜山まで

5日聞かけて渡った.原告らは，帰国時には.持ってきた衣服は全て食べ

物に交幾してしまっていたため，工舗で支給された作業着を翁ていたが.

その畿は極めてみすぼらしく，そのため.釜山に到着した時には.そこに

いた人から.r日本の乞食はあっちへ行けoJと首われたほどであった.

原告は，その後.学校に復学して.IJ山女号中学.校に猷験を受けて入学

・した.原告は. 1 9 5 1年〈昭和26年)に結婿したが，梅田では「鍵身J

という雷業自体が体を俸げるという意味に受け取られることが多く.慰安

婦と動労縫身隊が区別されていなかったため.夫には，結婿してから勤労

挺身隊に歩加して彼告不二館で働いたことを告白した.子供には.現在も

話していない.原告は. 1 998年〈平成10年)ころ.純国のテレビで

鋤労鍵身隊のことが報道されており，これにより.日本に戦後補償を求め -

る団体を知って.本件訴訟の提起に至ったものである.

なお.原告の厚生年金保険彼保険者期間は. 1 945年(昭和20年〉

3月1日から同年8月31日とされている.

151 咽酔
前紀前鍵となる事実.liU. (申B5の1ないし 13)及び弁鎗の全飽旨に

よれば.以下の事実が認められる.
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ア 家族関係及び経歴

材酔は. 1 930年(昭和5年) 1 1月30日，全州郡で出生し，そ

の後，杉唱・と創氏改名させられた.利.短の家族は. 1 945年{昭

和20年)当時，両親，姉1人，兄2人(朴酔と原告朴酢 (1926 

年(大正 15年) 9月24日生))であった。朴掴悔の父は，以前は農業

を営んでいたが，当時は働いておらず.兄の朴.直が行商の仕事をして生

併を立てており，経済的には普通の生活をしていた.

朴.姫は，公立会州普通小学校に通ったが.小学校4年生から卒業する

まで優秀な成績を収めており，学校では，先生の教えをよく聞き，家庭で

も，家篠の雷うことに素直に従う子供であった.

イ 勤労挺身隊への勧誘

本ト.直は. 1 945年(昭和20相当時，小学校を卒業して家にいた

が，当時父と銀しくしていた洞長から.朴.艇を日本へ行かせたらどうか

と曾う話があった.洞長は，父に対しJ r工舗で仕事をする.日本に行け

ばお金がたくさん稼げる.安心していい.惑いことは絶対にないoJなど

と言ったため.父は洞長の官業を信じて，朴・阪にとっても家で遊んでい

るよりも経験を積んだ方がいいと考え，朴.姫を日本に行かせることにし

て，家族にもその旨鋭明した.父の脱明に対し，家銭は錐も反対しなかっ

た.当時の朝鮮では，父が決めたことに家族が従うことは，当然のことで

あった.宇-短が日本に行くことに決まってしばらく後，彼告不二起に行

くことを洞長から知らされた.また，村.姫自身は学校を卒業していたた

め，勉強しに行くということではなく.働きに行くものだと考えており，

賃金についても，金額は不明ながら，当然もらえるものと考えていた.

村.恒は. 194 5年(昭和20年) 3月ころ，他の勤労縫身隊創目者

と共に全州市に集合して，汽車で出宛した.出発の際は，同銀が見送った.

咽艇は，衣服のみを持って日本へ行った.
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ウ 被告不二越での仕事及び生活

材置姫は，本件工場において，主としてベアリングの製造に従事した，

原告咽廷は，ホト動から.工場から何人かで出かけた時には績兵が同行

しており， トイレに行く時まで付いてきたという路を聞いたことがある.

村.艇は，被告不二鎗において，賃金を支給されたことはなかった.

エ帰国及び帰国後の生活

キト.臣は， 194 5年(昭和20年) 1 0月ころ，関釜連絡船に乗って

帰宅した。船から降ろされたところが，自宅のある金州市から離れていた

ため，自宅に帰るまでも辛い思いをした.帰宅後，本ト.姫iま，家族に対し

でも，勤労挺身隊として被告不二越で働いたことをあまり話そうとはしな

かった。咽艇は， 1 971年(昭和52年) 2月20日，死亡した.

なお.朴・阪の厚生年金保険被保険者期間は， 1945年(昭和20年)

3月1日から問年8月31日とされている.

附原告喝買(以下.(6)にお川，原告というときは，原告李伽のことを

いう0)

前紀前提となる事実，経拠(甲B6の1ないし3)及び弁論の全趣旨によ

れば，以下の事実が偲められる。

ア家族関係及び経歴

原告は. 1 9 3 1年(昭和6年) 1 1月20日，順天市で出生し，その

後，茂噌酢買と創氏改名させられた.原告の家族は，祖母，父母，妹5人，

弟 1人の 10人家族であった.原告の実母は，原告が3歳のころに亡くな

り，父が再縛したため，以後は継母との生活であったが，継母も原告と仲

が良く，両親から可震がられ，兄弟姉妹同士の仲も良かった。原告の家族

は. 1 945年(昭和20年)当時，農業会営んで暮らしており，原告も

農業を手伝っていたが，経済的には普通の生活をしていた.

イ 勤労挺身隊への勧傍
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原告は， 1 945年(昭和20年) 3月ころ，住岩面国民学校を卒業す

る直前に，担任のススダという男性の日本人教師(以下 fススダjという.)

から， r国民学校事業後は，富山の被告不二鍾に行って働くようにoJと

命令口調で曾われた.ススダは，極めて厳格な教師であり，原告にとって

は畏怖の対象であり，ススダから命令口調で言われたため，原告は恐怖で

断ることもできなかった。当時，原告の叔父も日本のどこかで働かされて

おり，原告は，日本に連れて行かれたら生きて朝鮮に戻ることはできない

と考えていたが，ススダの勧続を断ることはできなかった.

原告が，ススダからの話を両貌に伝えると，両貌も，原告が日本に行く

ことに反対したが，面の役人からも被告不二越に行かなければならないと

雷われ，原告は，やむをえず日本に行くことになった.原告は，もはや生

きて家族のところに戻ることはないと覚悟を決めたが，日本に行く前日は

思わず泣いた.

原告は，同月ころ，面の職員と一緒にトラックに乗って順天に向かい，

順天から臆水まで行き，麗水港から紛で下関に行き，下関から汽車で富山

に行った.原告のクラスからは，原告も含め4人が被告不二厳に行くこと

になったが， 4人の内2人は途中で家族に連れ戻された。

ク 被告不二越での仕事

原告は，被告不二越において，旋盤を回して，船や飛行機の部品を製造

する作業に従事した.最初に，日本人女性から作業についての説明を 1回

受けたが，その後は周囲の人の仕事ぶりを見ょう見まねで仕事を覚えた.

部品の製造についてはノルマがあり，仕事が終わると，製造個数を記入し

なければならず，ノルマを達成することができないと，班長から厳しく叱

られた。また，原告は，日本人の大人に混じって仕事をした.

原告は，朝から夕方まで仕事をし，残業もした.休恕は，昼休みの約1

時間のみであった.原告の仕事は立ち仕事であり，仕事が終わると大変疲
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れて，寮に戻って夕食を食べるとすぐに寝てし-まっていた.原告は.何度

か風邪を引いたが，風郊程度では仕事を休ませてもらうことはできなかっ

た.

原告は，そもそも募集時に彼告不二銭で働けば賃金をもらえるという話

さえなかったため，賃金を鯖求することを思いつきもしなかったし，実際

に賃金を支給されたこともなかった.

エ被告不二鍾での生活

原告は，被告不二鍾においては，寮で生活した.寮には.同時期に動労

縫身隊として動員された朝鮮人がまとめて入れられていた.常に団体行動

であり，自由な時間はほとんどなく.外出も銭止されていた.忽床後は.

制服，帽子を身につけ，舎監に敬礼した後，隊列を組んで工場に行った.

門番の前を通過する時は，日本経で『行って来ますoJ， rただ今帰りまし

たけと曾うことになっていた.また，療や工場では.ハングノレの使用は

禁止されており，日本路しか使用することができなかった.

食事は.朝食が麺とご飯をまぜたものが 1杯であり，昼食が三角パン，

夕食がご飯とみそ粋であった.同じ内容の食事が緑~返され.量も少なか

ったため，原告は，いつも空腹であった.また，原告は，寮で入浴した記

憶はなく，洗面所の水で体を洗っていた.

原告が働きだしたころには，ほとんど毎日のように空腹嘗報が鳴った.

空鍵普報が鳴ると，水をかぶって.工織の近くの林のようなところに避簸

した，避鍵する際に布団を狩っていき，木の下で寝たこともある.なお.

原告は.防空壕等を見たことはなく，避鍵したこともなかった.そして，

毎日のように空製警報が鳴る度に起こされて遜縫しなければならなかった

ため.原告は.夜に寝ることがほとんどできず，翌日は寝不足のまま仕事

をした.

原告は， 194 5年(昭和20年) 5月ころ，朝鮮で隣村にいた同い年
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の友人である朴莱に， r日本に住んでるおじさんのところに行こうけと

続われて寮から逃げ出したことがあるが，警祭官に見とがめられ.交番に

連れて行かれて， 、場骨で殴られた.その後.原告らは，寮に戻ったが， r全

癒道の恥だ.Jなどと閉じ寮の人からも叱られたs

オ帰国及び帰国後の生活

原告は， 194 5年(昭和20年)8月 15日の終検後は仕事をするこ

とはなく.同年秋ころ，富山から下聞に行き.そこから船で箆水に行き.

自宅に帰った.

原告は，帰宅後，両銀の農業の手伝いをして暮らし， 1 8歳になると.

近くの村の人と結縛した.夫は，既に病死している.原告が結縛した後，

近所に住んでいた面の事務員が「日本に送って申しi択なかったoJと鮒り

に来たことがあった.

なお，原告の厚生年金保険被保険者期間は， 194 5年(昭和 20年)

4月8日から周年9月 1日とされている.

(7) 原告全_c以下， (7)において，原告というときは.原告金.のことを

いう.)

前紀前提となる事実.鉦処(甲B1の1ないし5，乙4の1及び8，乙5

の1. 2及び9，原告本人)及び弁給の金鍾旨によれば.以下の事実が偲め

られる.

ア 家族関係及び経歴

原告は. 1 930年(昭和5年)5月 14日，馬山市で出生し，その後，

松田-と創氏改名させられた.原告の、幻ま，原告が3歳の時に亡くなり，

原告は， 194 4年(昭和 19年)当時，祖父母，母，兄及び父方の叔母

の5人と生活していた。原告の母は，市場で魚を売って家併を支えており，

経済的には普通の生活であり，原告は，おやつを食べることもできた.

イ 勤労挺身隊への勧誘
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原告はJ 1 944年(昭和 19年) 2月，馬山市ソンオ国民学校6年生

に在学していたところ，被告不二鎗の男性峨員が2人やって来てJ 6年生

の女子約 150人が締堂に集められ，女性が旋盤を使用して仕事をしてい

る様子や生け花をしている様子等が映った約1時間程度の活動写真を見せ

られた.その後，被告不二績の男性臓員が，原告らに対しJ r不二越に行

けば.お金を稼ぎながら，勉強もでき.技術も身に付けることができるe

生け花も習うことができる01. r不二越までは会社の社員と先生が付き添

うoJなどと雷って，被告不二鑓に働きに行くよう勧めてきた，契約期間

は2年間と首われた.学校の教師も，原告に対し， r不二越での仕事はあ

なたに合っている。Jなどと雷って，被告不二績に行くよう勧めてきた。

原告は，当時，将来自分で事撲を始め.少しでも母に楽をさせたいと思

っていたこともあり，勉強ができて，仕事に必要な技術も身に付けること

ができ.お金も稼ぐことができるという話をとても魅カ的に感じ，また，

国民学校で受けた皇民化教育の影響もあり， 2年間日本に忠絡を尽くそう

と思い，勤労縫身隊に参加したいと考えるようになった.

原告が母に相絞すると，母は， rどうしてわざわざ遠くに苦労しに行く

のかoJt反対したので，母を説得しようとしたが，母の反対の餓度は変

わらなかった。また，原告の家には，当時，原告と叔母の2人の独身女性

がいる状餓であり，綱の役人からは rlつの家庭に2人の娘がいる場合，

その内の 1人は勤労挺身隊に行かせろoJと言われていたが，原告の母は，

それでも原告が被告不二越に行くことに反対し，役人に対しでも，原告ら

を行かせないと言っていた，しかし，原告は，役人に上記のように言われ

ていたこともあり，叙母か自分のどちらかが日本に行かなければならない

のであれば，叔母の代わりに自分が行こう，母の承館が得られないのであ

れば，母の知らないうちに行こうと考えて，鋤労鋸身隊に参加することに

した。
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原告は， 1944年(昭和19年)tt Jlころ，他の鋤労挺身隊参加者と

共に馬山市庁に集合した。原告と同じ国民学校からは5人が鋤労鐙身隊に

種参加した.被告不二鎗までは，オオムラ先生とハラシ先生(被告不二鍾の

工場の担当者の女性)が引率した.馬山市庁には約50人が集合しており，

全員が女性で. 1 4歳から 20歳ぐらいまでの者であった。見送りの家族

がたくさん来ていた。歓送会の後，馬山を出発して釜山に着くと，チンジ

ュ市から来た約50人と合流し，約 100人が同じ紛に乗って日本に行つ

た。

ウ 被告不二越での仕事

原告は.被告不ニ越に到着後，最初の3日間ほどは生け花を教えてもら

った。原告らが生け花を教えてもらっている時.寮長がたくさんの写真を

撮っていた.その後，原告は.本件工場と寮との往復の際の行進の訓練を

行い，本件工場で，ガワヌキと呼ばれるべアりングの内輪と外輸を組み合

わせる作業に従事した.最初に日本人女性から鋭明を 1回受けたが，その

後は1人で作業をしなければならず，原告は，周囲の人に仕事ぶりを見て

仕事を覚えた.ベアリングの製作についてはノルマがあったが，原告は.

多く作るほど多く賃金がもらえると思って，ノルマを多く超えて製作した

が，ノルマを達成できない者は，班長から叱られていた。ノルマは，大人

と同じ量であった.

本件工場においては，赤番，背番と呼ばれる昼夜2交代制がとられてお

り.1週間毎に自動と夜勤を交代した。日動の時は，午前6時ころ起床し，

朝食後に出動し，午前7時ころから午後6時ころまで働いた.休惣は，昼

食休憩の1時間のみであった.夜勤の時は，午後6時ころから仕事が始ま

り，午前0時ころから午前1時ころまでの 1時間が休態時間であり，お弁

当かパンを食べていた。ほとんど休憩はなく，ずっと立ちながら仕事をし

ていたので，寮に帰って食事をするとすぐに寝てしまう状態だった.
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原告は，昼動と夜勤の交代時に機械に泊を差す時に.パイプを使って口

で泊を疲い込み，十分な量の油を疲い込むとパイプのロをふさいで油が元

に戻らないようにしていたが，ロに泊を吸い込みすぎて，油を飲んでしま

うことがよくあり，このため，喉を痛め.冬には咳がひどくなった.また，

原告は，仕事中に母のことや故郷のことを思い出してぼんやりしてしまい，

そのため，機械のベルトが外れて，左手の薬指と小指を切る怪我をしたこ

とがある.出血がひどかったため，病院で薬指を3針縫う手術を受けた.

按糸は約 1週間後であったが，仕事は怪我をした翌日からしなければなら

ず，怪我をした手にカが入らずにノルマを達成できなくなった.本件工場

には暖房役備がなく，冬には寒さのために何度も風郊をひいたが，仕事を

休むことはできなかった.

原告は.勧誘に来た被告不二趣の峨員や察長から，賃金は2年間の契約

期間が終わって，帰る時にまとめて渡すと雷われていたため，賃金を支給

されたことは一度もなかった.富山に来てから約3か月後に寮長から 3か

月分の賃金を実家に送ったと曾われたことがあったが，実家に手紙を出し

て磁隠したところ.賃金は送られていないという返事が来たため.寮長に

再び磁隠したところ，寮長は，賃金は銀行に預けてあり， 2年後に必ず支

払うと筋を変えた。原告は，寮長を信頼していたため，寮長の話を信じ，

帰国する時に賃金をもらえると思い，その後，賃金の支払を要求すること

はなかった.

原告は，彼告不二越において，勉強する機会は全くなかった.

エ 被告不二鑓での生活

原告は，被告不二越において，寮で生活した.寮では， 1部屋に7，8 

人が生活していた.原告が入寮してしばらくして，脱走者が 1人出て，そ

の後，察長による監視が厳しくなり，寮では常に団体行動をとるように言

われ，外出は禁止されていた.起床時，出勤時，退社時，就寝時に点呼が
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あった。

食事は，朝食がご飯，みそ汁，たくあんであり，昼食は初めのころは弁

当であったが，すぐに三角パンになり，夕食は朝食と同じであった。たま

に夕食にニシンやワラピの漬け物が出ることがあった。原告は，食事の量

については，朝鮮で生活していた時の半分くらいのように感じており，常

に空腹であり，実家から届けられた大変を妙って鈴にしたミスカルを水に

溶かして，お腹が一杯になるまで飲んで空腹を満たしていた.母からは約

2か月に一度荷物が届けられた。

1 944年(昭和19年)から 1945年(昭和20年)にかけての冬

には，寮の 1階が埋まるほどの降雪量があったが，寮には一切暖房設備が

なく，原告は，とても寒い思いをした。原告は，寝具として，敷布団と掛

け布団をそれぞれ1枚ずつ与えられ，布団にくるまり寒さをしのいだが，

やがて足腰に強い痛みを感じるようになり，座骨神経痛を患うきっかけと

なって，現在も扇風機の風を受けることができない状態である。入浴は.

1週間に 1回程度であった.

1945年(昭和20年)の春ころからは頻繁に空襲警報が鳴るように

なった。空襲嘗報が鳴ると.全員が起こされて，防空ずきんをかぶって工

場の裏にある畑に避難した.防空援に避難したことはない。避難時に畑か

らジャガイモを姶って，生のまま食べたこともある。また，空襲撃F報が鳴

る度に起こされて避難したため.原告は.睡眠不足の状態で仕事をしなけ

ればならなかった.

原告は，被告不二越において，工場長や察長から. r半島人Jなどと言

われて悔しい思いをした。

オ帰国及び帰国後の生活

原告は， 1 945年(昭和20年) 7月，被告不二鍾が沙星院に工場告を

建般するということで，沙里院に連れて来られ，そこで1か月の休暇を与
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えられ，同月 20日ころ，自宅に帰宅し，そのまま終戦を迎えた，持って

きた荷物は沙里院に置いてきた.家族は，原告の帰宅を事前に知らされて

いなかったため，最初は驚いたものの.すぐに喜び，とりわけ母は，生き

て再び会うことができたことを非常に喜んだ，原告は，賃金は後でもらえ

るものと帰国後も信じており，被告不二越からの連絡を待っていたが，何

の連絡もなかった.

その後，原告は.看護師として約 1年問働き， 27歳の時に結婚したが.

幌国では慰安婦と動労挺身隊とが区別されていなかったため，勤労艇身隊

に参加して被告不二鎗で働いたことは維にも話さなかった。

被告不ニ鑓は， 194 1年{昭和22~手) 8月30日，原告を彼供託者

として，退職慰労金不足額として2円84銭.退駿積立金として 3円30

銭，国民貯蓄と Lて68円82銭，預金として 102円26銭，合針17 

7円22銭を富山司法事務局(当時)に供託した.

なお，原告の厚生年金保険被保険者期間は， 1 944年(昭和19年)

10月 1日から 1945年(昭和20年) 8月31日とされている.

侶} 原告徐島(以下， (別において，原告というときは，原告徐酔のことを

いう0)

前記前提となる事実， m処(甲B8の1ないし 3，乙4の1及び3，乙5

の1，2及び4，乙 36)及び弁論の金趣旨によれば，以下の事実が飽めら

れる。

ア 家族関係及び経歴

原告は， 1 9 3 1年(昭和6年) 4月1日.It州市で出生し，その後.

劃 11.は IJ氏改名させられた.原告は， 1 944年(昭和印刷当時，

狙父母，父母，兄2人，弟2人の家族9人で生活していた，原告の父は，

地主で，漢方医をしていたため，家庭は豊かであり，原告は他に姉妹がい

なかったこともあり，大変可愛がられ，いわゆるお般様のような生活をし
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ていた。原告は，上級学校に進学することを希望していたが，組父に女性

だからという理由で反対されていた。なお，原告徐.南は，原告の従姉で

ある。

イ 勤労挺身隊への勧続

原告は， 1 944年(昭和 19年九国民学校の担任のオオタニという

教師(以下 fオオタニj という。)から呼び出された。オオタニは，原告

に対し， r不二越へ行けば勉強ができ，生け花も教えてもらえる。j など

と言って，日本に行って働くことを何度も勧めてきた.原告は，上級学校

への進学を強く希望していたため，彼告不二-館へ行けば勉強ができるとい

うことに大変な魅カを感じ，両銀に対し，被告不二越に行かせてくれるよ

う泣いて懇願した。

原告は，同年5月ころ.勤労縫身隊に参加するため，衣服と食料を持っ

て家を出て，慶州の駅から汽車に乗り，釜山から下関を経由して富山に来

た。原告と勤労鍵身隊員として一緒に来日した28人のうち，同じ学校の

出身者は25人で，そのうち.同じクラスの者が 10人いた.

ウ 被告不二績での仕事について

原告は，被告不二倍に到着後.行進等のjf隊式の訓練を受けると，綻盤

を使用して丸い小さな郁品を製造する作業に従事した.原告の作業を指導

していたのは，日本人女性であり，周囲で働いていた者の多くも日本人で

あった。原告は，作業中に両緩や故郷のことを思い出しては泣いた。原告

の勤務時間は，午前9時ころから午後5時ころまでであった。

また，原告は，被告不二鐙において，勉強を教えてもらう機会は全くな

かった。

エ被告不二鎗での生活について

原告は，彼告不二鍾において.第 12愛国寮で生活した.寮には2人の

女性の舎監がおり，朝晩の点呼を受けた。寮は，本件工場から徒歩で 10 
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分くらいの距厳にあり.r海超えて，山越えてJなどと歌いながら，通勤

した.

原告は.朝鮮で勧誘を受けた時には.年に 1. 2図は帰省できると言わ

れていたたφ.舎監に帰省させてくれるよう頼んだが，帰省させてもらう

ことはできなかった.当時，帰省は僻されると信じていた動労挺身隊員は

多く.舎監に抗織する者も多かった.

食事は.寮の外から運ばれ.寮で食べた.震が少なく.いつも取り合い

をして食べていた.友人の中には舎監にばれないように外へ出て食べ物を

取ってくる者もいた.

原告は.空邸警報が鳴ると，本件工場の近くにあった数名穏皮入ること

ができる防空緩まで避鯵していた.

オ帰国及ぴ帰国後の生活

原告はt 1 945年(昭和20年) 7月.被告不三起が沙盟院に工喝を

建般するということで.同時期に被告不ニ絡に動員された勤労挺身隊員ら

と沙恩院まで連れて来られたが，工場が完成していなかったため.自宅待

織を指示され.慶州の自宅に帰宅して.そのまま終戦を迎えた.原告は.

賃金については.沙里院に着いたら賃金を預金した領金通艇を渡すという

説明を受けていたが.結局そのような期金通般を渡されることはなかった.

その後.原告は..州女子中学校に3年開通学し.慶州男子中学校師範

科へ1年開通って教師の資絡を取得し.慶州市内の小学校の教師になり.

5年間鋤務した後. 2 4鎗で結織して.仕事を務めた.積回では勤労挺身

隊と慰安婦の区別がついていないため.原告は，本件訴訟提起を決意する

まで，夫に動労挺身隊に参加したことは話せずにいた.なお，子供らには

来だに話していない.

被告不ニ績は. 194 7年(昭和22年) 8月30日.原告を彼供託者

として，退臓慰労金不足額として2門84銭，退臓積立金として4円38
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銭，厚生年金として 18円.国民貯蓄として 11 0円59銭.預金として

80円87銭.合計216円68銭を富山司法事務局〈当時}に供託した.

また.被告不二縫が1947年〈昭和22年)ころから 1948年(昭和

23年)ころに作成した供託金還付繍求者名簿には原告の名前がある.

なお，原告の厚生年金保険彼保険者期間は， 1 944年(昭和 19年)

1 0月1日から 1945年(昭和20年) 8月31日とされている.

前記前提となる事実.鉦鎚(甲B9のlないし4)及び弁鈴の全鍾旨によ

れば，以下の事実が認められる.

ア 家族関係及び経歴

本咽・ま， 193 2年(昭和7~) 3月13日.忠州市(当時は忠消北

道忠州都)で出生した.林.の家庭は.麺類や菜種油の販売業を営んで

おり，経済的には普通の生活であった.林-ま， 6人兄郊の4番目の子

であったが.兄2人は経済的な理由から小学校までしか行けず，林・・It>

小学校を卒業後は進学を希望していたものの，進学は鍵しい状況であった.

原告金.繕は.林.の失であり.原告金.毎.同金.月.同唱寛及

び同創酔は，本咽・の子である.

イ 勤労縫身隊への勧鰐

林-まt 194 5年(昭和20年)ころ，佼場小学後6年生に在学し

ていたとこ弘担任の山本.という日本人教師(以下 f山本Jという.)

から.被告不二趣に働きに行けばよい待遇が受けられるなどと言われて.

勤労箆身隊への参加を勧められた.林..  酔.山本の鐙を聞いて被告不二

起に行きたくなり，両.観に相鍛したが.両銀は， r幼い娘がどこへ行くの

かけなどと言って反対した.しかし.山本が3回も自宅を防関して熱心

に勧鰐し，林田自身も被告不二倍へ行くことを希望したため，慨も簸

後にはjJ('若した.林永淑のクラスからは十歎人が，問小学校の6年生全体
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で約'.20人が，鋤労艇身隊に参加した.林-ま，卒業を待たずに来日し

たので.来日後.敏告不二鎗において，小学校の卒業経書をもらった.

は，同年3月ころ，他の勤労鍵身隊参加者と共に忠州の駅に集合

して，滑州に行き，そこから連絡船で日本に渡った.滑州の忠消北道庁前

に集合した時には，勤労箆身隊参加者は約100人おり，監視のための響

察官がいた.被告不ご越の験員数人のほか，校高見国民学校高等科教師が勤

労縫身隊参加者の引率にあたり.教師は.被告不二倍到着後.林-らと

一緒に働いていた.日本に渡る船中では.空銀時の避難訓練があった.

ウ 被告不ニ鎗での仕事

被告不ニ起に到着後，日本人女性の指噂の下，数日聞にわた

り.行進や体燥の111練を受け，その後，ヤスリで鉄を削って飛行機の郎品

を作る作業に従事した.作業中は，日本人男性の班長が作業を監観してい

た.郎品の製造については 1日のノルマが決まっており.仕事が終わると

製品を入れた箱を持っていって，班長の点倹を受けた.勤務時間は.午前

8時ころから午後5時ころまでだった.

は，賃金を支給されたことも賃金についての説明を受けたことも

全くなかった.また，お茶や生け花等の習い事の稲古を受けたことも全く

なかった.

エ彼告不二績での生活

林-ま，被告不二起に到着後，寮で生活した.寮では. 1 2人が1部

屋で生活し，畳1枚が1人分のスペースであり.出動的と退勤後食事前に

班長による点呼があった。寮 1階の事務所には.被告不二越の臓員らしい

日本人が5. 6人おり，勤労縫身隊員らを監復していて，外出時には事務

所に届け出て.併可状をもらわなければならず.ほとんど外出することが

できなかった.午前7時ころに鳴るサイレンとともに起きて.午後9時こ

ろに鳴るサイレンに合わせて寝ていた.
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食事は，朝食が弁当箱に入ったご飯，昼食はおにぎり，夕食はご飯，野

菜のおかず，みそ汁のような汁物で，肉や魚のおかずはなかった.また，

は，病気になることはなかったが，寮の同じ鶴屋の友人が腸チフス

に宿り入院したことがあった.

1945年(昭和20年) 8月15日には激しい空襲を体験

し，あまりに遠くまで逃げたために.空襲が終わってもすぐに帰ることが

できず，日本人の民家に立ち寄り食べ物をもらいながら帰る途中で，終戦

を知った。

オ帰国及び帰国後の生活

1945年(昭和20年) 1 0月，紛で釜山まで行き，そこ

から自宅まで帰宅し，帰宅後は家業を手伝って生活したー咽・は， 1 9 

5 2年(昭和27年)， 1 9歳の時に結婚したが.結帰前は夫に勤労縫身

隊に例目して被告不二越で働いたことを隠さなかった.林.ま，原告張

.から本件仰のことを聞き，鰍提起を決意した.林園は， 2 0年

ほど前に高血圧で倒れ，以後半身不随となって，自宅で療養生活を続けて

いたが，その後，締尿病を患うなどし，本件訴E公係属中である 2004年

(平成 16年) 1 2月5日に死亡した.

なお.林田の厚生年金保険被保険者期間は， 1 945年(昭和20年)

3月1日から周年8月31日とされている.

(10) 原告判官(以下， ao)において，原告というときは.附骨のことを

いう。)

前記前提となる事実，証拠(甲BIOの1ないし3)及び弁鎗の金鍾旨に

よれば.以下の事実が偲められる，

ア家族関係及び経歴

原告は， 1 922年(大正 11年) 1月3日，・平安南道に出生し，その

後，森4・ーと創氏改名させられた.原告は， 1 944年(昭和 19~) 
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当時，父母，兄3人，姉1人，弟1人，妹1人の家族と生活し，農業の手

伝いをして生針を立てており，結婚を間近に鐙えた婚約者がいた。

イ徴用

原告は. 1 944年(昭和19年)の秋ころ，面の班長から鰍調命容を

受け取り，徴用を受けた他の者らとともに商事務所に集まり，被告不二越

まで遮れて来られた。商事務所に集合したのは約 150人で，全員男性で

あった.徴用令書が来た時は，原告も家族も2度と会えないと思って嘆き

悲しみ，親子で別れの杯を交わした。

ウ 被告不二越での仕事

原告は，被告不ニ越に到着後，釧練所で2か月程度のBI~線念受けた.昼

は行進等の軍事訓練を受け.夜はぞうきんがけや床臆きをした.原告は，

訓練終了後，本件工袋詰にある食堂で掃除，荷物の運綴，鯛理補助等の仕事

院従事した.原告は，午前6時ころ起床して，食堂の清掃をし.労働者が

朝食をとった後にまた清掃して，その後ようやく朝食をとることができた.

2日に一度は，午前10時ころから午前11時ころに米が食堂に到着して，

これを食堂内に織入したが，これは，男性4人がかりで60キログラムか

ら70キログラムもある米の袋を食堂内に運び入れる重労働であった。午

後O時ころに労働者の昼食が終わった後，昼食をとり.消掃をした後，り

ヤカー織の車にゴミを積み，海まで運んで捨てる作業をしたが，これも前

で1人が引いて，後ろで3人が押してやっと運ぶことができる作業であっ

たe この作業が終了してから労働者に夕食をとらせるため，昼食後テープ

ルに上げた椅子を元に戻し，その後原告らも夕食をとって，掃除をし，全

ての仕事が終わるのは午後 7時ころから午後8時ころであった，これらの

仕事の他にも大根の皮をむくなどの鋼連補助の仕事もあり，原告は慣れず

に時々手を切った。昼食時間以外の休態時聞はなく，休日はなかった.

エ彼告不二越での生活
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原告は，被告不二越において，寮で生活した.寮は，本件工場から歩い

て10分くらいの距隊にあり，仕事から戻ると点呼があり，外出は原則と

して禁止されていたが，原告は.平日に比べ，食堂を利用する人の少ない

日曜日にこっそり外出することもあった。寮には暖房器具がなく，、寝具は

布団しかなかったため，原告は寒い思いをし， 2人で体を寄せて寝たこと

もあったが，漉長に宛見されると傍められ，縛で頭を叩かれた.入浴は，

月に2，3回しかできなかった。

食事は，ご飯，大綾等の野菜の入ったみそ粋，たくあん程度であり，そ

の量は，朝鮮にいた時のa分の1程度であったため，ごみ箱から残飯を拾

って食べることもあった。

原告は， 1 945年(昭和20年) 8月には激しい空襲を経験し，その

時は海の中に入って遊興産した。原告は，空襲で感じた強い恐怖を今でも忘

れることができない.

オ帰国及び帰国後の生活

1945年(昭和20年) 8月 15日の終戦後は仕事がなくなり，原告

は，非常用に持ってきていたお金で食べ物を買うなどして生活し，同年1

.1月11日，自宅に帰ったが，あまりに衰弱していたため，来日前にして

いた農作業の手伝いもできないほどであった.その後，原告は，婚約者と

結帰したが，朝鮮戦争で棄と隣ればなれになり，現在は30歳の時に再婚

した棄と 2人で生活している.

なお，原告の厚生年金保険被保険者期間は， 1 944年(昭和 19年)

1 2月 1日から 1945年(昭和20年) 8月30日とされている.

(11)原告咽・(以下， ωにおいて，原告というときは，原告居.島ことを

いう0)

前記前提となる事実，経拠(甲Bl1の1ないし5，乙4の1及び5，乙

5の1. 2及び6，乙 15の14，原告本人)及び弁鈴の全趣旨によれば.
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以下の事実が認められる.

ア 家族関係及び経歴

〈

原告は. 1 929年(昭和4年)3月28日，浦項市で出生し，その後，

背山.と創氏改名させられた。原告は， 1 944年(昭和 19年)当時，

父母，兄 1人，姉1人.弟3人，妹2人と生活していた.原告の父は，J.fi

g船の船長をして去主り，大阪港や神戸港に寄港したこともあり，きZ庭は貨が

なtiであった.

イ 鋤労挺身隊への勧瞬

原告は， 1 944年(昭和 19年) 3月，兄山尋常小学校を卒業したと

ころ，その直後に日本に働きに行くようにとの小学校からの通知を受け取

った。これは，小学授が，行政当局の日本に働きに行く動労挺身隊員を集

めるようにとの指示に従って，成績優秀者に対し，送ったものであった。

その後.浦項の邑の事務所に原告を含む25人が集められ，説明会が実施

された。説明会には.邑の安という女性駿員と小学校の女性の朝鮮人教師

も来ていた。

説明会では，被告不二越の職員が，原告らに対し.彼告不二鍾に2年間

行くと，①筏術を学ぶことができ，帰国してからその技術を教えることが

できること，②勉強も教えてもらえること，③月給が支払われること，③

生け花，書道.ミシンも教えてもらえることなどを説明した.原告は.鋭

明会での話を信じて日本に行こうと考えたところ.原告の両貌は，反対し

たが，塁長が，原告の母に対し，原告を彼告不ニ鑓に行かせなければ母を

.慰安所に送ると舎かしたために，母は，反対できなくなった.

鋭明会に参加していた原告を含む25人は，同年4月末ころ，邑の事務

所に集合し，説明会にも容加していた被告不ニ越の職員，邑の職員，小学

校の敏師に引率され，被告不二越まで連れて来られた.なお，原告らは，

朝鮮半島から被告不二越に来た最初の勤労鑓身隊員であった.
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ウ 被告不二鍾での仕事

彼告不二越に到着すると， 194 4年(昭和19年) 5月ころ，入社式

があり.写真を鍍影した。被告不二鐘に到着して4. 5日は.邑の職員と

小学校の教師の2人の引率者が一緒にいて，仕事はなかったo 2人の引率

者がいなくなった後に，仕事が始まり，原告ら 25人は，勲処理師に配属

され，嫌々な班に分けられた.原告が配属された熱処理漉の班長は佐々木

伍長であり，他に班員が2人いた.原告は，日本人女性から教えられて，

ドリル，くぎ.ネジ類を勲したものを油につけて冷やす作業や勲処理した

ものをマイクロメーターで検査する作業をした.原告が担当した作業は，

熱処理した部品を扱うものであり，手元が狂えば火傷をしかねない危険な

ものであった.

原告の勤務時聞は，午前8時ころから午後6時ころまでであり，夜勤は

なかったが，忙しい時は，自分の仕事が終わった後にjJljの涯の仕事を手伝

った.原告は，仕事のことで怒られたことはなかったが.他の鋤労縫身隊

員が怒られて泣いているのを見たことがある.休日はなかった.

原告は，賃金を支給されたことはない.原告は，寮の舎監に対し，賃金

について質問したところ， r通帳に入れてあるoJと言われたが，通帳は

見たことがない。また，原告は，被告不二鎗において，生け花と書道を 1

回ずつ教えてもらったが，勉強する機会は全くなかった.

エ被告不二鑓での生活

原告は，被告不こ越において.第12.国寮で生活した.寮の建物は，

比般的新しく，工織の前にあり.コンクリ}トの塀に固まれていた，当初

は，靭の出勤時，守衛に対し.r行って移りますoJと冨っていたが，後

に『決死糟産，やりましょうoJという言葉に変わった.寮では，畳 1枚

が 1人分のスペースであり. 8人ないし 10人が 1つの部屋で寝泊まりす

る団体生活であった.自由に外出することはできなかった。原告は，故郷

-82 -



や家肢のことを思い，ホームシックになったが，手紙も検閲されていたた

め，家族宛ての手紙にも帰りたいとは書くことはできなかった。 1945 

年(昭和20年) 4月には，原告の父が亡くなったという電報が届いたた

め，原告は帰国を申し出たが，認めてもらえなかった.また，寮の舎監は，

厳しい人であった.

原告は，被告不二越に来た最初のころは，それほど空腹を感じることも

なかったが，その後，食事の量が減らされていき， 1945年(昭和20

年).ころからは，昼食は三角パンになり，夕食の量も少なくなり，いつも

空腹を感じるようになった.あまりの空腹のために，食べ物を求めて外出

した者もいたが.舎監から厳しく叱られていた.

療には暖房般備はなく，冬でも厳布団と鋳け布団しか与えられず，毛布

がなかったため，とても寒く，原告は，友人と布団を共有するなどして寒

さをしのいだ。

原告は，仕事中に怪我をしたことはなかったが， 1 944年(昭和 19 

年)には額にできものができて，飯が膨れる病気に宿り，約1週間，不二

鍾病院に入院したことがあった.また.同時期に動労挺身隊に-加した者

の中には，病気になって帰国した者もいた.

1945年(昭和20年)になると頻繁に空鍵普報が鳴り，日中，夜間

を問わず，避態袋をもち，防空ずきんをかぶって何回も遊鍵した.

オ帰国及び帰国後の生活

原告は， 1 945年{昭和20年) 7月ころから周年8月ころ，被告不

二越が沙恩院に工場を建綬するということで，消怖を経て沙星院まで連れ

て来られて，そこで数日間の休暇を与えられて帰宅した.この際，持って

きた荷物は沙里院に置いてきた.この行程には，佐々木伍長が同行した.

原告は，自宅で終戦を迎えたが.その後.沙旦院に置いてきた荷物を傑す

ことはできなかった。
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原告は， 1 8歳のころ，結婚したが，夫や子供にも勤労挺身隊に参加し

て被告不二越で働いていたことを話すことができず，当時の写真も隠して

いたo 1 999年(平成11年)になって，新聞で動労挺身隊と慰安婦と

を区別した上で勤労挺身隊の人は申告しましようとの内容の報道がされた

時に，初めて夫に話すことができた。夫は， r一緒に行った人が訴訟をや

っているのなら，お前もやってみなさいけと曾ってくれた。

被告不二越は，194 7年(昭和22年) 8月30日，原告を被供託者

として，退職慰労金不足額として2円84銭，厚生年金として21円，国

民貯蓄として 80円29銭，預金として 181円73銭，合計285円8

6銭を富山司法事務局(当時)に供託した。

(12) 原告安-(以下，悩において，原告というときは，原告安置のことを

b、う。)

前記前提となる事実，鉦拠(甲B12の1及び2，1 2の3の1及び2，

1 2の4及び5.乙4の1及び7，乙5の1，2及び8，原告本人}及び弁

論の金鍾旨によれば，以下の事実が認められる.

ア 家族関係及び経歴

原告は， 1 930年(昭和5年)8月23日，馬山市で出生し，その後.

安本-と創氏改名させられた.原告の父は地主であり，銀行の支底長や

区長も務めており，家庭は絡縞であった。原告は， 6人兄弟の 1番下の子

であり，両親から大変可愛がられた。

イ 勤労挺身隊への勧誘

原告は， 1 944年(昭和 19年九成湖国民学校6年生に在学してい

たところ，ある日，学校の体育館に男女約200人が集められ，工場での

作業風景や女性が生け花をしている機子が写った映闘を見せられた。原告

は，映画が終わった後，担任の日本人教師から呼び出されて.校長，担任

及び日本から来た男性2人から，被告不二越に行けば， rき学校で勉強が

-84 -



《

できる。J，rお金を稼げる。J，f生け花が習えるけなどと雷われて，動労

挺身隊に重量加することを勧められた。原告は，当時，上級学校に進学し.

将来は公務員になりたいという夢があり.女学校で勉強ができるという点

に特に魅力を，.じて.両親に相談したところ，両続は激しく反対したが，

校長らは.両親に対し， r被告不二越へ行くと本当に良い。しっかり連れ

て行って，しっかり連れて帰るから安心して任せて欲しいoJなどと言っ

て鋭得しようとした.原告が彼告不二鎗に行くことを強く希望したため，

原告の母は，最終的には承跨したが，原告の父は，最後まで反対した。

原告は，同年3月に国民学校を卒業後，同年6月ころ，他の鋤労挺身隊

参加者と共にJ鴨山市役所に集合した.馬山全体で約 50人から 60人が集

まり，そのうち同じ学校の出身者は，約5人か6人であった。原告は，日

本人男性2人の引率で，被告不二趣まで連れて来られた.

ウ 被告不二越での仕事

原告は.彼告不二鍾に到着後， 3日程度，掃除の仕方.食事の配当，風

呂に入る順番・時間等の説明を受け. 7日程度.点呼の受け方等のBJtI線を

受けた。その後，原告は，綻盤を用いて，飛行織のベアリングを製造する

作業に従事した，具体的には，鉄の俸に予めふってある目盛りまで穴を聞

けて切断する作業を繰り返した。原告は，ベアリングを多く製造するほど

賃金が高くなると雷われていたため，通常は 1日に200個程度製造する

ところを， 1日に 200個から 300個製造していた。また，原告は，背

が低かったため，木の台に乗って作業をした。

本件工場においては，赤番，背番と呼ばれる昼夜2交代制がとられてお

り， 1週間交代であった。原告の勤務時間は，日鋤の時は，午前8時ころ

から午後6時ころまでであり，午後O時から午後 1時までの昼食休憩以外

の休勝時聞はなかった。夜勤の時は，午後6時ころに夕食をとった後，翌

日の午前8時ころまで仕事をした.
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原告は，彼告不二館で働き始めて約 1か月が経過した時に賃金が支給さ

れなかったため，寮の舎監に質問したところ，舎監は. r会社の方で銀行

に貯めであって，期限が終わって朝鮮に帰る時に支払うけと回答した.

原告は，舎監の雷業を信じて，その後，賃金のことを質問することはなか

ったが.結局賃金を支給されることはなかった.

また，原告は，勉強や生け花を教えてもらうことがなかったため，舎監

に何度か質問したところ，舎監は.r分からなb、からもう少し:待ってくれ。j

という回答に終始した.原告は，生け花は何度か教えてもらえたが.女学

校に通わせてもらえることはなかった。

エ彼告不二鎗での生活

原告は，彼告不二鎗に到着後，寮で生活した.寮?では.出勤時と退社時

に点呼を受けた.原告は，他の勤労鎚身隊員らと共に舎監に連れられて，

一度だけ公園やデパートに行ったことはあるが，外出は原則として禁止さ

れていた。外出したことが舎監に知られると飼を受けたが，原告は.病院

へ行くなどと雷って外出許可鮭をもらい，朝鮮から持ってきた衣服等を持

って外出し，食ベ物と交換したこともあった。手紙は，舎監に検問されて

いたため，思うようなことを書くことができなかった。また，原告が被告

不二館にいる聞に父が亡くなったが，帰国することができなかった。

食事は，朝食がごはん，みそ汁，たくあんなどの漬け物，昼食が中に具

が入っている三角のパン1個か，こぶし大の鑓り飯1個か混ぜご飯であり，

ご飯の量も少なく，原告は，絶えず空腹であった.

寮には，こたつやストープといった暖房施伎は全くなく，寝具も敷布団

1枚と毛布2枚しか与えられず，冬にはとても寒い思いをした。原告は，

友人と 2人で布団を共有し抱き合って寝るなどしたが，それでも空般と寒

さで眠れないことがしばしばあった。

原告は， 1週間に 1回程度，寮の中の風呂に入っていた.
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194 5年(昭和20年)になると頻繁に空襲警報が鳴り，日中でも，

防空ずきんをかぶって何回も避難したe

オ帰国及び帰国後の生活

原告はt 1 945年(昭和20年) 7月，被告不二越が沙塁院に工場を

建設するということで，沙里院まで連れて来られ，そこで1か月の休暇を

与えられて帰宅した.この際.持ってきた荷物は.沙皇院に置いてきた.

原告は，賃金の支払を鯖求したが，『2年間の期限が終わっセいないので

出せないoJと雷われ，帰宅するための汽車の切符だけ渡してもらった，

原告は.自宅で終戦を迎えた.

その後，原告は，理号館師の資絡をとり，病院で働いた。また，原告は，

結帰して，息子が 1人いるが，勤労鍵身隊に容加して被告不二鍾で働いた

ことは，夫にも息子にも鋸さなかった.夫は，既に亡くなっている。

彼告不二鐙はt 1 947年(昭和22年) 8月30日，原告を被供託者

として.退職慰労金不足額として2円84餓，退職積立金として3円30

銭.国民貯蓄として69円83銭，預金として 113円09銭，合併18 

9円06銭を富山司法事務局(当時)に供託した。

なお，原告の厚生年金保険彼保険者期間は， 1 944年(昭和 19年)

1 0月 1日から 1945年(昭和20年) 8月31日とされている。

{日)原告梅園(以下，仰において，原告というはは，原告幌.酢ことを

いう0)

前記前提となる事実.鉦処(甲B13の3，甲B24の1ないし6)及び

弁論の金鍾旨によれば，以下の事実が鰐められる.

ア 家族関係及び経歴

原告はt 1 932年(昭和7年) 8月8日.ソウル市(当時は京波市}

で出生し，その後，西原.とかj氏改名させられた.原告の家族は，父母，

兄2人.姉1人であり，そのうち 1人は高等学校を卒業して.集団でドイ
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ツの炭坑に働きに出ていた.原告の父は，郵便局に勤務していたが.生活

は最低限の生活ができる程度で，豊かではなかった，

原告金酢は，原告の夫である。

イ 勤労鍵身隊への勧傍.被告不=鍾での仕事

原告は， 1 945年(昭和20年) 3月，クワンウィ国民学校を卒業す

る際，学校の教師から， r鋤労縫身隊に行けば，お金も稼げるし，上級学

校にも行ける。j などと勤労挺身隊への参加を勧められ，これに応じ，彼

告不二越で働いた。

ワ 帰国及ぴ帰国後の生活

原告は， 194 5年(昭和20年) 1 0月.船で釜山に帰国したが.ソ

ウルまで帰る所持金がなかったので.Jt絞的裕福な家庭で働いて現金や食

事を得ながらソウルに帰った.

原告は， 1 953年{昭和28年)に原告金.皆と結縛したが.朝鮮戦

争中であったため，婚姻届けを提出したのは， 1 9 6 1年(昭和36年)

9月刊である.原告は.原告金勘との聞に6人の子供をもうけたが，

腹痛を患い.障害等級3級に認定された.その後.原告は，棒尿病も患い，

2003年(平成 15年) 2月2日に死亡した。

原告は，原告金助こ対し，結婚後約2年経過した時に初めて.勤労挺

身隊員として彼告不二越に行ったことを話し，また， r縫身隊に行ってい

たことは恥ずかしいことだから周りの続戚や友達にも隠している。j と打

ち明けた。原告と原告金.哲は，原告が勤労縫身隊員として被告不二鎗で

働いたことを子供らにも秘密にしてきたが，本件訴S公の錘起にあたり.原

告金田皆から子供らに話をした.子供らは.原告が慰安婦だったのではな

いかと心配したが.原告鍋島が， r慰安婦だったらi は結婚しなかっ

ただろうけと雷ったため，子供らも納得した。

なお，原告の厚生年金保険彼保険者期間は， 1 945年(昭和20年)
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3月1日から同年8月31日とされている。

(14) 原告曹司・・(以下.(14)において，原告というときは，原告甑ー~ことを

いう。)

前記前提となる事実.経処(甲B14の1ないし3)及び弁論の金鍾旨に

よれば，以下の事実が飽められる。

ア 家族関係及び経歴

原告は， 1 932年(昭和7年)3月22目，仁川市で出生し，その後，

復唱・k創氏改名させられた。原告の鰍は，父母.兄夫婦と原告の5

人であった.原告の父は，日本人の経営する精米所に鋤務していたため.

米をもらうことができた.また，兄は会社鋤めをしていたため.経済的に

は普通の生活をしていた.

イ 勤労挺身隊への勧鯵

原告は， 1 945年(昭和20年) 1月.仁川ヨンファ国民学校5年生

に在学していたところ，担任の日本名をタムラという総国人の女性教師か

ら他の生徒何人かと一緒に呼び出されて， r日本に働きに行きなさいoJ

と雷われた。しかし，絡も応じる者がいなかったため，タムラは.くじを

作り，原告らにこれを引かせ.原告を含めてくじに当たった4人に対して

日本に行くよう強く雷ったe

原告は，両親に日本に行くよう言われていることを話したところ，両銀

を含め家族全員がこれに滋しく反対した.原告の母は， r日本へ行っても

言葉も通じないのにoJと言って心配した.原告は，家族にも反対され，

原告自身も行きたくなかったため，タムラに「行きませんoJと雷ったと

ころ，タムラから. rくじに当たったのに何故そんなことを雷うのoJと

雷われたため，抵抗することができなかった。原告が家族に fくじに当た

ったので日本に行きますoJ と雷うと，家族は，さらに反対をした。その

後，原告の両親は，学校に対し， r幼いので行かせることはできないoJ 
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などと抗織したが，学校がこれを受け付けなかったため，原告の間続もそ

れ以上反対することが出来なかった.結局，原告と閉じクラスから原告を

含めて2人が，他のクラスから2人が，鋤労挺身隊に参加するこkになっ

た，タムラから仕事内容について説明はなかった，

原告は，同年3月1日，他の勤労縫身隊省幹加者と共に仁川市役所に集合

した.このとき集合したのは50人弱程度であった.原告の家族も他の子

供の家族も見送りに来ていた.その後，ソウルから来た約200人と合流

して，汽車で釜山へ行き，釜山から船で下関へ，下聞から汽車で富山まで

巡れて来られた。富山に到着した時には曾がまだ多く残っていた.

ウ 彼告不二越での仕事

原告は，被告不ニ越にjlJ婚後， 1か月ないし 1か月半くらいの閃.昼間

は運動舗で f気をつけoJ， r前へ進めoJ， r休めoJという軍隊式の訓練を

受けた.また，被告不二起の社厭や十釧を暗記させられた.

その後，原告は.身分鮭明書を支給され.本件工場において，旋盤を使

用して金属を削る外輸の製型加工と呼ばれる作業に従事した。作業方法は.

男性工員の仕事ぶりを見てそれをまねて覚えた.原告は何を製造している

のか分からなかったが，飛行機の部品を製造しているという鋭明を受けて

いた.作業中に鉄腐で手や顔に傷ができた。

原告の勤務時間は，午前8時ころから午後5時ころまでであり，朝は，

午前7時ころに起床し，朝食後， 1 0人程度ずつの列をつくり， r行って

参ります。j と雷い， r君が代j を歌いながら出動した。午後O時ころに

寮に戻って昼食を取り，また工場に戻って仕事をした。

原告は，賃金を支給されたことも.賃金についての説明を受けたことも

なく，賃金を預金したという通帳を見せられたこともない。

エ被告不二趣での生活

原告は.彼告不二越において，本件工場の敷地内にあった第 13愛国寮
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で生活した.第 13'世間療は，平屋建ての木造の大きい建物であった.第

1 3愛国寮の舎監は林先生，全体の責任者はモモノ隊長であり，いずれも

日本人であ.った.原告らの生活は.舎監らによって監観されており，外出

も自由にはできなかった。原告は.家銭と日本館で手紙のやりとりをして

いたが，手紙は一度舎監に渡して，そこから発信されていた.原告は，帰

りたいと何度も思ったが，現金もなく，自分が今どこにいるかさえ分から

ない状態で，帰国を申し出ることはできず，脱走して捕まった時の例を考

えると恐怖で遥げ出すこともできなかった.原告らは.帰りたい気持ちを

脅え欧にして歌っていた，

食事は，毎食脅海苔の入った汁物が出されたが，原告の口には合わなか

った.朝食はこの汁物とご飯，昼食はこの粋物と青海苔のついたおにぎり

が出されたが，:fitは十分でなかった。原告は.自宅からミスカルというは

ったい粉のような物を送ってもらい，腹の足しにしていた。

寮には.ストープなどの暖房器具もなく，与えられた布団は，冬でも敷

布団と湾い僻け布団 1校であり， 2人で布団を共有するなどして寒さをし

のいだ.原告は.入浴した肥憶がなく.洗面所で体を洗っていた.

原告は.彼告不二舗にいる聞に，高黙を.eぃ，立っているのもやっとと

いう状態になり，舎監に病院には連れて行かれたが，入院させられること

はなく.仕事も休めなかった.勤労挺身隊員の中には，腸チフスに宿って

死亡した者もいた.

1945年(昭和20年) 4月ころから.昼夜を問わず， 1日に何度も

空..管領が鳴り，原告は，その度に本件工場の外にある 2階建ての小さい

建物に避簸していた。間に合わない時は近くの木の下に避簸した.

オ帰国及び帰国後の生活

原告は， 1 945年{昭和20年) 8月15目，彼告不二倍の駿員から

ラジオを聴くよう雷われ，玉音放送を聴いた.終戦後は仕事はなくなった.
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彼告不二銭の峨員は，同年 10月には帰国させると雷っていたが，実際に

帰国したのは閑年11月ころであった.下関から釜山を経由して帰国した.

原告は，帰国後， 11F.になり.療養生活を送った後，夜間学伎に通い，

20織で看護師となり， 2 3歳で結婦したが，結婚する際には.夫に勤労

縫身隊員として被告不二越で働いたことは隠さなかった.原告は..近に

なって，失や子供らに対し，鋤労挺身隊として被告不二鍾で働いたことを

話したところ，夫は. r <原告が)鋤労鍵身隊に行ったことを結織する時

に聞いていたら結絡しなかったoj と言っていた.

なお.原告の厚生年金保険被保険者期間は， 1 9 4 5年(昭和20年)

3月 1日から同年8月31日とされている.

(15) 原告成-<以下.(15)において.原告というときは.原告成.勘ことを

いう。)

前官esfJ鑓となる事実.I正処(甲 B15の1ないし4)及び弁給の金鍾旨に

よれば，以下の事実が.められる。

ア家族関係及び経歴

原告は. 1 930年(昭和5年)5月 15日.木浦市に出生し，その後，

成田.と創氏改名させられた.原告の家践は，小作鯨の雨続と 3人の

兄姉であり，家はとても貧しく，食事も白米を食べることはあまりなく，

いつも決飯を食べていた.原告の家銭は.原告が鋤労挺身隊への勧訴を受

ける少し前ころに.木浦市から光州市に引っ鎗した.

原告の兄らは，学伎に行かせてもらえたが，原告は，経済的な理由に加

え，女性ということもあって，小学校にも行かせてもらえず，同じ年頃で

学絞に行っている友透から日本語やひらがな.カタカナを教わっていた.

原告は，撚心に勉強したため.今でも日本絡を話すことができる.光州の

家は，務宥国民学伎のすぐ裏にあったため，原告は.よく学校に行つては

閉じ年頃の子供らと一緒に遊んでいた.
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イ 勤労挺身隊への勧誘

原告は， 1 4歳の時，瑞石国民学校のオカという日本人教師(以下 fオ

カJという0)から動労鋸身隊の昔話を聞いた。オカは，原告の友達の担任

教師で原告が学校に遊びに行った時に，何度か会つだことがあった.ある

日，オカが原告の自宅に来て，原告に対し， r勉強ができる。工場で仕事

をしてお金をたくさん稼ぐことができる。中学だけでなく大学まで行ける

だろう。結婚相手も見つけられる。Jなどと言って，勤労挺身隊に参加す

るよう勧めてきた。原告は勉強がしたい一心で，オカの言葉を信じて日本

に行くことにした。原告は，両銀に雷うと反対されると思い.勤労挺身隊

に参加することを家族には全く秘密にしたまま，勤労挺身隊に参加した.

原告は， 1945年{昭和20年) 1月ころ，光州市から鋤労鑑身隊に

参加した 12， 3人と共に光州駅に集合した.引率者としてオカも来てい

た.光州駅には見送りの家族が来ていたが，原告の家族は鯵も来ていなか

った.原告の家族が原告が日本へ行ったことを知ったのは，原告が日本へ

到務後のことであった.原告らは，釜山で，木浦，麗水，順天等から来た

勤労挺身隊参加者と合流して 144人になり.釜山から船で下関へ行き，

そこから岡山，大阪を通り.富山に到着した。富山では.雪が降っていた.

被告不二越に到着すると，歓迎式があり.プラスパンドで迎えられ，写真

を織った。

ク 被告不二越での仕事

原告は，被告不二舗に到着して数日後から約1か月間，スダという日本

人の女性教師から，回れ右や行進等を繰り返す訓練を受け，その後，本件

工場において，旋盤を使用して，直径が3センチメートルほどの鉄の棒を

作る作業に従事した。同じ職場には日本人女性も働いていたが.動労縫身

隊員より年上で.高等女学校以上の女学生だと聞かされていた.原告は.

背が低かったため，箱を台にして仕事をしていた。原告にとっては，旋盤
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のハンドルが大きく，盤たかったので.綻盤を往復させて材料を削る仕事

はとてもきっく感じた。

作業を監督する班長は年配の日本人男性であり.原告は1日のノルマと

して波された材料を全部加工できないと叩かれた。作業に時間がかかって

いると，班長から早くやれと言われて殴られたり蹴られたりした.原告が

腰が痛くて倒れたところ.班長から叩かれたこともあった.また， r仕事

の速さについていけていないoJと毎日のように叱られ，原告らが泣いて

いるのが分かると，手を挙げた状悠で正座させられ，お昼用の三角パンが

抜きになるという銅を受けた，仕事中に居眠りしそうになると， r馬鹿野

郎，何を眠るかoJと雷われて殴られた.

原告の仕事はもっぱら日鋤だったが，朝は午前6時ころに放送で起こさ

れ，午前7時ころには出鋤した.早い時には午前5時ころに起こされたこ

ともあった.夜は午後8時ころまで仕事をすることがあった。

エ 被告不二鎗での生活

原告は，被告不二越において.寮で生活した。寮はt 4階建ての大きな

建物であり，入り口には管理室があって，教師らが監視しており.自由に

外出することはできなかった.

食事は，朝夕は表中心の食事，昼は三角パンであり，その量は少なく質

も悪かったため，原告は.いつも空腹であった.

原告が，療の教師に対し，勉強や賃金のことについて質問したところ，

口答えするといって叱られて，廊下で手を挙げた状態で正座させられる闘

を受けた.話し声がうるさいと言われて，友逮3，4人で一緒に気合いを

入れられたこともある.原告は，帰りたいと何度も思ったが，自分で帰国

するだけのお金もなかったので，日本人の命令に反して寮から逃亡するこ

となどとても考えられなかった.また，原告は，字が書けなかったので，

家族に手紙を書くこともできず.日本にいる聞とても寂しい思いをした.
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原告は，被告不二越に来て2か月ほどたったころ，体制が惑く食欲もな

い状態が続き，その状態で仕事中に班長から殴られたときにバランスを崩

して床に倒れてしまい，そのまま 20日.問ほど入院した。病名は腸チフス

かジフテリアであったと思われる。病院には同じような病気で多くの人が

入院したが，死亡した者もいた。原告も，高熱が続き，_の毛はすっかり

抜けてしまい.退院後も生えてこず，帰国するまで回復しなかった.原告

が入院中は，オカが面倒をみてくれて，原告は，オカに fオンマ，オンマj

と言いながらしがみついて泣いたが，原告が帰りたいと雷つでも，オカは，

f分からないDJというだけであった。退院すると.体鯛はよくなかった

ものの，すぐに仕事に戻った.原告は，震がないのが恥ずかしく.備子を

かぶって仕事に出た。

194 5年(昭和20年) 6月ころから毎晩のように空襲警報が鳴るよ

うになり.原告らは，空鍵~報が鳴ると.布団をかぶって郊外の田んぼの

中まで避簸しなければならず，翌日は寝不足のため，居眠りしそうになり

ながら仕事を続けた。原告は，空興で感じた強い恐怖を今でも忘れること

ができない。

オ帰国及び帰国後の生活

原告は， 1 945年(昭和20年) 8月 15日の終戦については.何の

説明も受けなかったものの，工場内を歩きまわっている内に.日本人たち

がラジオを聞いて泣いているのを見て終戦を知った。終戦後は在日朝鮮人

の家で物乞いをするなどして生活した。他人の庭から柿を 1つ盗んで食べ

たのを見つかって段られたこともある。原告は.同年 10月ころ，富山駅

から汽車で僻多に行き，博多から紛で釜山に着いた。両親は，原告の帰国

をとても喜んだが，生活は苦しかった.

原告は，帰国して2年ほどして 17歳の時に結絡した。夫は商売をして

いた。原告は，結婚する時も夫に鋤労艇身隊として被告不二越で働いたこ
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とを路していた.しかし.原告が23歳の時，夫が勤労挺身隊のことをラ

ジオで聞いて， rお前も慰安婦だったんだろう，汚い女だoJと言って.

原告に暴カを緩るうようになり，以後，愛人を作り.愛人宅と原告のいる

自宅とを行き来するようになった.原告は子供を4人を産み，愛人も子供

を盗んだ.夫が生活貨を波さないので，原告は，美容院を経営するなどし

て生活費を稼いだ。原告は.現在も失とは健婦していないが，別居状態が

続いている.原告は，当初，友人にも鋤労挺身隊として被告不二鍾で働い

たことを鰭していたが，慰安婦と限解されたこともあったため，現在は近

所の人にも勤労鍵身隊に参加したことは話していない.原告は，子供らに

も動労鍵身隊に参加したことは絡していなかったが，本件訴俸を提起する

ために来日するにあたり.子供らに勤労挺身隊に移加したことを説明した

が，子供らは. rそんなことを絶対他人に言うな。Jなどと雷っていた.

なお，原告の厚生年金保険彼保険者期聞は， 1 945年(昭和20年)

3月1日から同年8月 31固とされている。

(16) 原告金島(以下.附において，原告というときは，原告金跡のことを

いう0)

前記前鍵となる事実，経処(甲B16の1ないし5，原告本人)及び弁鈴

の金鍾旨によれば，以下の事実が認められる.

ア 家銭関係及び経歴

原告は， 1 9 3 1年(昭和6年)8月2日，Jt.天市で出生し，その後，

金刻.と創氏改名させられた.原告の家族は，当時，狙父母，両親， 2 

歳年上の姉池田・，父方の叔父であったが.原告が小学校3年生の時

に，母が亡くなった.原告の祖父は，漢方薬を扱う底を聞いていたほか，

田んぼや畑を所有しており，畑でとれた作物等を売って生計を立てていた。

家には使用人が5人ほどおり，家庭は比般的豊かな方であった.原告の父

は. 1 942年(昭和 17年)ころから，日本軍に徴用されて，慶尚南道
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の釜山銭海で働いていたため，原告は.両親に代わり当時50歳代だった

祖父母や締に育てられた.

原告の姉は， 1 944年(昭和19年)5月ころ，南国民学校を率業後.

原告を通じて，国民学伎のオオガキという女性の日本人教師{以下 fオオ

ガキJという0) から， r日本に行ったら，働いてお金を線ぐことができ

る.勉強もできる.いつでも帰ることもできるoJなどと言われて，鋤労

挺身隊に参加するよう勧められ，これに応じて，来日し，当時の三菱重工

業徐式会社名古屋航空製作所道徳工場で働いていたが，原告は，当時，姉

が日本のどこにいるかを知らなかった.また.原告は，常に一緒に過ごし

た姉がいなくなったため，非常に寂しい思いをしていた.

イ 勤労鋸身隊への勧鋳

原告は. 1 944年(昭和19年) 1 2月ころ，国民学佼6年生に在学

していたところ，オオガキに呼び出され， r姉さんに会いたくないか。 j

などと尋ねられ， f会いたいoJと答えると，オオガキは， r日本の姉さん

のところに行くことができる.先生が行かせてやるから.行きなさいoJ， 

f仕事をして，お金をたくさん嫁ぐことができ.中学校や高校に通うこと

もでき，お姉さんと一緒に住むこともできる。Jなどと言って.勤労挺身

隊への容加を勧めてきた。原告は，当時，父も母も締もおらず，非常に窓

しい思いをしていたため，姉に会って一緒に住むことができる上，勉強も

でき.お金も稼ぐことができるという穏を魅力的に感じ，すぐに勤労挺身

隊に参加することを承錯した.

原告は，日本に行くことを但父母に話せば反対されると思い.祖父母に

は筋をせず，徳父の印鑑を持ち出して.オオガキに渡した。オオガキは，

その印鑑を使って勤労挺身隊に参加するための書類を作成した。原告は，

194 5年(昭和20年) 3月ころ，出発当日の集合する直前に組父母に

日本に行く穏をしたところ，組父母が泣きながら.原告を引き止めたため，
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原告は，集合時間に学校に行くことができなかったが，しばらくして，邑

の事務所の人が来て，原告は，その人に順天の役所前に連れて行かれた.

煩天の役所前には，各地方から来た約 50人ないし 100人の勤労鍵身隊

参加者が集合しており，汽車で釜山に行き，そこから紛で日本に渡った.

ウ 彼告不二鑓での仕事

原告は.被告不二銭に曇j若した翌日から 3日間，日本人男性の指導の下

で，工場と寮との聞を往復する際にする行進の制練を受けた.工場と寮と

は，約 1キロメートル隠れていた.行進の削線後は.本件工場内で，綻盤

を使用して丸い金属の俸を削って飛行機の宮部品を作るという作業に従事し

た。作業の指導はほとんどなく.原告は，他の人の作業を見て.その真似

をして作業をしていた。金属の棒を削る厚さは，ミリメートル単位で指定

されており， 1ミリメートル削つては，尺で計測し，また削るという作業

の繰り返しであったo 1つの部品を作るのに， 1 5分から 20分ほどかか

った.仕事は，流れ作業の工程の一部であり，自分の工程を終わらせて次

の人に部品を渡さなければならなかったため，ノルマが決まっていた.勤

務時間内にノルマを達成できないと.残業してでも翌日までにノルマ分の

仕事をしなければならず.それができなかった易合，工場長や班長から厳

しく叱られた.原告は，工渇長から叱られて，非常に強い恐怖を感じたこ

とがある。原告と同じ仕事をしていたのは，全て朝鮮から来た勤労縫身隊

員であり，日本人男性の班長等から仕事中ずっと監視された.トイレから

戻るのが遅いと，工場長や班長から注意を受けた，また，原告は身長が低

かったため，足元にりんご箱を2個箆ねて置いて，その上に立って機敏を

操作していた.

原告の勤務時間は.午前7時ころから午後5時ころまでであり.午後O

時ころから午後 1時ころまでの聞に昼食休息があったが.それ以外に休息

はなかったー夜動はなく，休日は毎月 15日であった.仕事中は，立った
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まま作業をしていたため，仕事が終わるころには足がとても痛くなり，寮

に帰ると，冷たい水に足をつけて.マッサージをしていた.

原告は，仕事中に怪我をすることはなかったが，旋盤を回すベルトが外

れて飛ぴ.それが当たるなど危険な目に遭ったことはあった，また，釜山

から来た勤労挺身隊員が，足のふくらはぎを機械で切って，手術したこと

があった。

原告は，賃金を支給されたことも，賃金についての説明を受けたことも

ない.また，勉強をする機会は全くなかった.

エ 被告不二越での生活

原告は，被告不二越において，第13愛国寮で生活した.寮の周りには

鉄条網が張られていた。また，原告は，彼告不二趨に来ても.どこにも姉

がいなかったため，悲しみのあまり泣いた。寮の部屋は， 8畳ほどの広さ

で，畳 1枚分が 1人分のスペースであった.赤い薬，綿，ちり紙，封筒，

鉛筆等が入った衛生袋が与えられたが，これが伎にもなっており，原告の

所持品は，これで全てであった.毎日.午前6時ころに起き.午前7時こ

ろには工場に出動し，午後5時ころに仕事を終えて，午後6時ころに寮に

着いた.寮の入り口には日本人教師が3人ほどいて，出入りを監視してい

た。原告は，故郷が恋しくて，毎晩泣きながら過ごしていたが.帰りたい

と話した場合，日本人からひどい自に遭わされるのが怖くて，維にも話す

ことができなかった，脱走することなど想像すらしなかった.

食事は，朝食がご飯とみそ汁，昼食が三角パン2つ，夕食がご飯とたく

あんとみそ粋というもので，この食事が帰国するまで毎日続いた.食事の

量は少なく，いつも空腹であり.空腹に耐えきれずに野草をとってきて生

でご飯と一緒に食ベたことがあった.そのため， 2， 3図ほど腹痛をおこ

したことがあり，不二越病院で業をもらった.周囲の勤労挺身隊員らも同

じようなことをしていた。
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原告が到着した 1945年(昭和20年) 3月ころには富山では1階が

極まるほどの降雪量があったが，寮には暖房股備がなかったため，夜は畳

の上に敷布団を敷き.保け布団や毛布にくるまり，寒さをしのいだ.それ

でも原告を含めてほとんどの者が凍傷にかかり，雪が解けるまで手足は腫

れたままであった.このような状態でも仕事を休むことはできなかった.

原告は，寮において，入浴した記憶はなく，洗面所の水道を使って身体

を洗っていたo 1lには洗面所の水を使って水浴びができたが，洗面所に温

水般備はなく，冬には~面所の水が冷たく，飯と手足を洗うだけで過ごさ

ざるを得なかった.

原告は，日咽日に洗泌をしている時などに寮の側に住んでいる日本人の

大人や子供から『チョウセン.チョウセンj などと言われたことがあり，

内鮮一体なのにどうしてそのようなことを言われなければならないのかと

思い腹を立てた。

原告が被告不二起に到婚後，毎晩のように空襲警報が鳴るようになり，

一晩の聞に2田空鱒普報が鳴ることもあった.空襲警F報が鳴る度に，掛け

布団をかぶって外に避簸した。冬には，周りがよく見えず.雪に埋まった

ことがあった.また，田んぼで転んで，右膝をすりむいたこともあった.

一度避難してから寮に戻っても，なかなか寝付くことができず，ほとんど

寝ることができないまま，工場に出動することもあった.原告は.現在も

空襲のことを夢に見て，夜中に起きることがある.

オ帰国及び帰国後の生活

原告は， 1 945年(昭和20年) 1 0月.何の荷物も持たないまま，

船で釜山に行き，釜山から順天まで行って帰宅した.原告は.組父母だけ

でなく父や姉とも再会することができたため，翼がついて浮く感じがする

ほどの絡しい気持ちを感じた.

原告は，帰国後，家事手伝いをし， 1 9歳の時に，普察官の失とお見合
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い結婚をし，その失との聞に男の子2人と女の子1人を産んだ.しかし，

原告が.28歳の時，夫は原告が勤労鍵身隊に行ってきたと疑うようになり，

原告に対し， r汚い女Jなどと言って暴力をふるうようになり.不貞を働

くようになったため，夫婦問には喧嘩が絶えなくなった。原告は，夫に対

し，何度も動労挺身隊と慰安婦とは違うことを鋭明したが，夫は，原告の

鋭明を聞こうとしなかったため，原告は， .3.t識の時に離締ιた.その後，

原告は，餅を作って行商する仕事をして，子供を育てた。生活はとても苦

しく， 1日;約1000ウォンの稼ぎがあれば良い方で，米を買う時も籾般

のあるお米を買って食べていた.子供は，成人してインテリアデザインの

会祉を経営していたが. 1 999隼(平成11年)に会社が倒産し.今も

苦しい生活をしている.原告は，憂い問.勤労挺身隊として被告不二越で

働いたことを子供にも話すことができなかったが，数年前に穏すことがで

きた.

なお，原告の厚生年金保険被保険者期間は， 194 5年(昭和20年)

3月1日から同年8月31日とされている。

(17) 原告縄.<以下，附において，原告というときは，原告 のことを

いう0)

前記前提となる事実.証拠(甲 17の1ないし6.原告本人)及び弁諭の

金趣旨によれば，以下の事実が認められる.

ア 家族関係及び経歴

原告は. 1 9 3 1年(昭和6年)1 0月1日，癒州市で出生し，その後.

締本..と創氏改名させられた，原告は， 1 945年(昭和20年)当時，

父母，兄 1人，妹3人と共に生活していた.原告の実家は米作農家であり，

生活は豊かな方ではなかった.

イ 動労挺身隊への勧誘

原告は.194 5年(昭和20年)2月，大正国民学校6年生に在学し，
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同年3月に卒業を控えていたところ，担任の日本名を木ーという男性の

朝鮮人教師(以下 f木下Jという0)から教室に呼び出された。教室には，

日本から来た男性と木下がおり，日本から来た男性から， r不二鑓へ行っ

て働けば女学校に進学できて，大学まで行ける。勉強もいくらでもでき

るoJ， rお金も稼げる。1， r日本は線図よりもいい状態だよ.今の貧しい

生活から逃れられるよoJなどと雷われ，日本から来た男性と木下から，

動労挺身隊に参加して被告不二越に働きに行くよう勧められた。原告は，

勉強ができ.朝鮮での貧しい生活も打開できるということに魅力を感じ，

帰宅後すぐに両親に勤労挺身隊に勧誘されたことを話したところ，両貌は，

f 日本へ行ったらB29の~Iーもあって死ぬよ.何故行こうとするの ?J

などと言って，泣いて大反対した.原告は.こうした両親の様子を見て，

被告不二越へ行くことを恐ろしく感じ，木下に勤労挺身隊に参加すること

を断ったが.日本から来た男性と木下は， rあなたの代わりにお父さんを

遮れて行くことになるよoJなどと雷ったため，原告は，父観を連れて行

かれたら残りの家族では農業が営めないなどと考え，両親の承錯があった

と嘘をつき，父の印鑑を無断で持ち出して木下に渡した。原告のクラスに

いた55人の少女のうち， 4人が動労鍵身隊に参加することになった。

原告は， 194 5年(昭和20年) 2月ころから周年3月ころ，卒業を

待たずに日本へ渡った.最初に勧誘を受けてから約半月後のことだった.

卒業経容は後で母に日本へ送ってもらった.原告は，オカという女性教師

の引率の下，経州駅で1泊し，汽車で釜山まで行った.釜山までの道中，

全締道の各地から多数の勤労挺身隊参加者が合流した.釜山で 1泊し，紛

で下関へ行き，そこから汽車で富山まで連れて来られた.富山はとても寒

く，雷が積もっていた.なお，号|皐者のオカは，原告らを引率してしばら

くは被告不ニ鑓にいたものの，そのうち，原告らに何も言うことなく，朝

鮮に帰ってしまった.
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ウ 彼告不二館での仕事

原告は，被告不二鎗に到着後，約 1か月間にわたり，体繰や f回れ右j

f前へ進め.Jなどの行進の訓練を受けた.その後，原告は，本件工場8に

おいて，旋盤を使用して鉄を削る作業に従事したが，原告には相当のカを

要する作業であった上，作業中に指を切断する者も出るような危険なもの

であった.作業中は， 4 0歳くらいの日本人から監視を受けた.その日に

与えられた仕事をその日のうちに終えることができないと，叱貨を受け，

残業してでもその日のうちに仕事を終えなければならなかった.時にはそ

れでもできないこともあり，そうした場合は翌日にその仕事をしなければ

ならなかった.

原告は.午前6時ころ起床して，午前7時ころに出勤し，午後7時ころ

まで働き.策へは午後 7時 10分ころに戻った.寮から工締までは徒歩で

1 0分穏度の距騰があり，休.時間は，昼の 1時間のみであった.

原告は，賃金を支給されたことも，賃金についての鋭明を受けたことも

ない。また，勉強する機会は全くなかった。原告は，賃金も支給されず，

勉強もさせてもらえず，おかしいとは感じていたものの，工場の監復員も

寮の舎監も恐ろしく感じていたため，疑問をこれらの者に質問することは

できなかった。

エ彼告不二組での生活

原告は，被告不二鎗において，第13愛国寮で生活したが，療の周囲は

鉄条網で固まれており，自由に外出することはできなかった.寮では， 1 

郵屋に20人くらいが頭をつき合わせて2列で寝ており.盛1枚が 1人分

のスペースであった.寮には小さい風Bがあったものの，あまり入浴させ

てもらえず，時には2週間も入浴できないことがあった.

食事は，朝食がご飯に白い細切れの麺のような物が混ざったものとみそ

汁や澄まし汁といった汁物としょうゆをかけた野菜少々であり，昼食は三
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角パンが3つであり，夕食はご飯であった。いずれも食事の量が少なく，

原告は絶えず空腹を感じており，空腹を満たすため.寮に帰る時に道に生

えていたヨモギを摘んで，食べたこともあり，これをたくさん食べ過ぎた

時には，下痢をしたことがあった.原告の友人らも同じようにヨモギを食

ペており，中には下痢になり，さらに吐いて目舷がすると言って病院に行

き， 1か月間，病院で加療した者もいた.

原告は，被告不二鎗にいる聞に腸チフスに掘って，豹 1か月間入院した

ことがあるが.この時には高勲が出てt.の毛も抜けてしまった.原告の

友人の中には.腸チフスで死亡した者もいた.また， 1.存癖になったことも

あった.

原告は，帰りたいと何度も思ったが.間を恐れて，被告不二鍾の職員に

帰国したいと伝えることもなかった.脱走は，考えたこともなかった.原

告は，家族が心配することを考えて.家銭宛ての手紙に「帰りたいoJと

書くこともできなかった.

原告が彼告不二館にいる問，空11警報が昼夜を問わず鳴った.昼は機械

を動かしたまま避鍵し.夜は布団をかぶって，畑や田を目指して一目散に

走った0.寝時には，避簸することに備えて.リュックを肩にかけ，靴を

履いていた.また.原告は，空襲で感じた強い恐怖を今でも忘れることが

できない，

オ帰国及び帰国後の生活

原告は， 1 945年(昭和20年) 8月15日の終験後，仕事をするこ

とはなく，同年 10月ころ.汽車で下関に行き，そこから船で釜山に渡り.

帰宅した。賃金については何も説明がなかったが.原告は働いたのだから

当然にもらえるはずであるし，帰国しでも送ってくれるだろうと考えてい

たが，その後.何の連絡もなかった。

原告は，帰国後，結婚したが，夫は，原告が鋤労鋸身隊員として被告不
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ニ趣で働いたことを知ると，原告を f淫らな女Jと言って蔑み，暴力を振

るうようになったe 原告の息乎夫婦も原告が勤労挺身隊として被告不二鎗

で働いたことを快く思っていない.

なお，原告の厚生年金保険彼保険者期間は， 1 945年(昭和 20年)

3月1日から同年8月31日とされている.

(則原告咽順(以下，側において.原告というときは，原告金.買のことを

いう0)

前紀前提となる事実，経処(甲 18の1ないし3)及び弁鎗の金鍾旨によ

れば，以下の事実が認められる。

ア家族関係及び経歴

原告は， 1 929年(昭和4年)6月22日，鹿水市で出生し，その後，

金山動員と創氏改名させられた.原告の父は，病気で働くことができず，

原告の母が働いて家併を支えており，生活は貧しかった。 1945年(昭

和20年〉当時，原告の兄弟は既に結婚して家を出ていたため，原告は，

学校から帰った後は母を助けて家事をして生活していた。

イ 鋤労挺身隊への勧傍

原告は， 1 945年(昭和20年) 3月，麗水西国民学校6年生に在学

していたところ(原告は9歳の時に国民学校に入学したため. 1 5歳で6

年生であった0)'学絞の担任教師から.クラス全員に対し， r勤労挺身隊

に行けばお金を稼ぐこともでき.仕事の終わった夜間には学校にも行け

るけなどという舘があり，それを聞いた原告は，勤労挺身隊はいいとこ

ろだと偲織した.

その後，同月ころのある日，都庁のオオヤマという職員(以下 fオオヤ

マj という。)に原告と母が部庁に呼び出され，オオヤマから『勤労挺身

隊に行けば勉強ができる01， r安全な所だから心配ないoJ， rお金も稼げ

るけなどt言われて，勤労鍵身隊に歩加するよう勧められた。仕事の内
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容は，飛行機の塗装や清掃等の簡単な作業だと言われた。このようなオオ

ヤマからの勧傍は3度にわたって行われた.

原告は.学校の担任教師とオオヤマの勧傍により，日本で働いてお金を

稼いで，少しでも家計を助けたい，被告不二越で勉強した後，さらに上級

学校に行って勉強したいと恩うに至り，勤労挺身隊への参加を承絡した。

原告の母は，当初は原告が動労挺身隊に議参加することに反対していたが，

何度も勧誘を受けるうちに，家が貧しかったこともあり，お金を稼ぐこと

ができて勉強もできるのならその方がよいと思うようになり，原告の容加

を承発した.

原告は.同月，麗水市内の郡庁を出発して，釜山まで行き，釜山から船

で下関まで行き，そこで一泊して，汽車で富山まで連れて来られた.

ウ 被告不二越での仕事

原告は.被告不二越に到婚後，行進等の軍隊式の訓練を受け，その後，

本件工場において.旋盤を使用して鉄を削る作業に従事したが，原告は，

背が低かったため，足下に30センチメートル穏の高さの木箱を置いて作

業していた。材料の鉄を運ぶ作業や旋盤の操作をするハンドルを回す作業

には非常に大きなカが必要であった。 1日に達成すべき仕事のノルマが決

められており，それを達成しないと監督に当たっていたタムラ伍長という

年配の日本人男性から厳しく叱りつけられた.仕事を間違えると，木の棒

で肩や背中を叩かれることもあった。また，原告は，旋盤から鉄屑が飛ん

できて目に入ったり，熱く焼けた鉄屑のために火傷をしそうになることが

あった.原告と一緒に臆水から来た勤労挺身隊員の中には，作業中に誤っ

て手の指を切断した者もいた。原告の勤務時間は，午前7時ころから午後

7時ころまでであった.

原告は，賃金を支給されたことも，賃金についての説明を受けたことも

なかった.原告が，寮の日本人教師に，賃金はもらえるのか尋ねると.f分
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かった，分かったー朝鮮に帰る時にお金は必ず渡すけという返事だった。

原告が帰国する際. r賃金を下さい.日本円でもらっても仕方ないから朝

鮮のお金で下さいoJと訴えても，賃金は支払ってもらえなかった。

エ彼告不二越での生活

原告は，彼告不二鍾において.寮で生活していたが.寮の玄関付近には

管理室があり.日本人教師らが常駐しており.鋤労鍵身隊員の外出を監観

していた。出動前と退社後には必ず点呼があり，自由に外出することは併

されなかった。原告は.何度も寮の日本人教師に対し.帰国を求めたが，

船便がないからだめだと断られた.原告の両銀は，字の自在み書きができな

いため手紙を書くこともできなかった。

食事は，朝と夜がご飯とみそ汁，昼は三角パン3つであり.その量は少

なかったため.原告はいつも空腹を感じていた.昼食用の三角パンは靭の

うちに食べてしまい.午後は空腹でたまらない状態で作業を続けた.

寮の畳には，夏にはノミが，冬にはシラミが，たくさん発生し.その上

ではとても眠ることができない状態だった。入浴も 1週間に一度もできな

いことが度々あり，原告は，洗面所で体を拭くなどしていた.

194 5年{昭和20年) 8月15日の終戦の数か月前から，毎日のよ

うに空襲警報や普戒警報が鳴るようになり.その度に原告らは布団をかぶ

って避鍵した.空襲の恐怖のため，警報が解除された後も眠れず，蛍日は

仕事中も眠たかった.

オ帰国及び帰国後の生活

原告は，終験後は仕事をすることもなかったが.同年10月ころ，帰宅

することができたが，隣国では勤労挺身隊と慰安婦の区別がついていない

ため，両親以外の維にも勤労挺身隊に拳加したことを紙すことができなか.

った。一緒に鋤労縫身隊に多加した友人と会った時ですら互いに鋤労鍵身

隊の鰭はしないようにしていた。
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原告は， 2 0歳のころに結婚したが.夫や子供にも長期にわたって勤労

縫身隊として被告不二越で働いたことを館すことができなかった.家族に

話ができたのは 10年程前のことであり.それまでは，家族にさえ自分の

過去をひた隠しにして生活していた。

なお.原告の厚生年金保険被保険者期間は， 1 945年(昭和20年)

3月 1日から同年8月 31日とされている。

(19) 原告側.南(以下， fi舗において，原告というときは，原告徐.有のことを

いう。)

前記IVI鍵となる事実，経拠(甲819の1ないし 3. 乙4の 1及び2，乙

5の 1ないし 3，乙 36)及び弁論の全趣旨によれば.以下の事実が飽めら

れる.

ア 家族関係及び経歴

原告は. 1 929年(昭和4年)4月29日，慶州市に出生し，その後，

創刊ーと創氏改名させられた。原告の家族は，両銀，兄2人の5人であ

ったが，父は，原告が3歳の時に亡くなり，母，兄2人の4人となった。

1 944年(昭和 19年)当時，長兄は日本の府立六中(現東京都立新宿

高等学校)に留学していたため，原告は，母と次兄の 3人で生活していた。

原告の父は学校の教師をしていたため.その退職金の蓄えがあり，また，

代々受け継いだ畑を耕す小作人からいくらかの収入もあり，原告の家庭は，

当時としては豊かな方であった.原告の母は，洞の女性の世話役のような

ことをしていた。

原告柑酔は，原告の従妹であり，お互いに毎日のように行き来し.お

互いに相手の家に泊まるほど続しい間柄であった.原告にとって，年下の

原帥院は妹のような存在であり，原告徐.箪も原告を「お姉さんj と

呼んでいた。また，原告は，父を皐くに亡くしていたため，~父が父代わ

りとしていろいろ世話をしてくれていた.
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イ 勤労挺身隊への勧誘

原告は，1 944年(昭和 19年) 3月当時，既に慶州公立国民学校を

卒業して，自宅で家事手伝いをしていたところ，国民学校の担任であった

オオパという男性の日本人教師(以下「オオノ勺という。)が，原告の家

に来て，原告に対し， r日本に行けば，昼は工場で働くが，夜は勉強でき

る。上の学校にも行ける。J，r工場はとてもきれいで安全だ。J，r 1年の

うち夏休みと冬休みの 2回，自宅に帰ることができるoJ， r給料は両親に

送金する。J，r日本はとても良いところだ。Jなどと雷って，勤労挺身隊

に参加して被告不ニ越で働くことを勧めてきた。仕事については，飛行機

の部品を製造する工場で働くことは教えられたが，具体的な仕事の内容に

ついては，簡がなかった。

原告は，生徒や親からの信頼も厚いオオパから勧誘を受けたこと，日本

に留学した長兄から日本は良いところだという絡を聞いていたこと，原告

自身，もっと勉強をしたいと考えていたことなどから.勤労挺身隊に参加

して日本へ行く気持ちになった。また，原告は.オオパの話から勤労挺身

隊に参加することは単に日本に留学する程度のことであるという偲織しか

持っていなかった.

原告の母は， r一人娘だし幼い。j などと雷って，最初は原告が日本に

行くことに反対したが，オオパと日本名をヤスダという男性の緯国人教師

(以下 fヤスダj という0)から， r日本は惑いところではないから行か

せなさいoJなどと説得されて，原告が日本に行くことを承絡した.同時

期に，従妹の原告徐臨も勤労働隊に参加することになった。オオパの

勧傍の結果，同じクラスから 10人，学校全体では 15人が.勤労鑑身隊

に参加して彼告不二越に行くことになった.

原告は，同年5月ころ，同じ学校からの鋤労挺身隊番参加者 15人，その

家践とヤスダで歓送会を行った後，汽車で釜山まで行き，釜山から連絡船
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に乗って下関に渡り，下関で 1泊した後，さらに船で新溺に行き，新潟か

らは，汽車で富山まで行った。富山までの道中は，ヤスダが引率した。

ウ 被告不二錨での仕事

原告は，被告不二館に者いた翌日から.本件工場において，ベアリング

を作る作業に従事した。具体的には，切断された鉄を丸く研磨する工程を

担当した。原告が担当した工程には， 1 0人くらいの工員がおり，日本人

の男性も女性もおり，日本人の女性の年齢は30歳ぐらいであった。原告

は，作業手順についての研修・指潟をまともに受けたことはなく，日本人

工員から，作業の合聞に教えられた程度であったため，原告は，日本人工

員の作業の織子を見て，その真似をして仕事をしていた.原告の仕事には

ノルマがあり.ノルマの量は，大人と同じ最であった。作業中は，工場長

が工場内を歩き回っており，原告らの仕事を常に監視していた.ノルマが

達成できないと，工身長から厳しく叱られたため，原告は，ノルマを達成

するため，必死に働いた.

本件工場においては.昼夜2交代制がとられており， 1か月毎に昼勤と

夜勤の交代があった。自動の時は，午前9時ころから午後5時ころまで働

き，夜勤の時は，午後8時ころから午前5時ころまで働いた。休憩は.昼

鋤の時は.午後0時ころから午後 1時ころまで，夜勤の時は，午前0時こ

ろから午前1時ころまでであり，それ以外に休憩はなかった.作業中はず

っと立ちながら作業をしていた.休日は週に 1日あった。

原告は， 1 0キログラムほどある部品を運ぶことになった時に， 11くて

支えられず，旋盤の機微の台の上に審としてしまい，右手をその飾品と機

敏の台の聞に侠んでしまったため，右手の骨が見えるほどに皮膚が裂け，

また，内出血により皮府が黒くなったことがあったが，まともに治療を受

けることもできず，手を動かすことが可能だということで，その翌日から

仕事をさせられた.また，作業中に火花が自の中に入ったことがあり，エ
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場長に医療室に連れて行かれたが，医者には，何の異常もないと言われ，

楽ももらえなかったため，工場長から直ちに工場に戻って仕事をするよう

雷われた。原告は，自の痛みが全く治まらなかったため，自の痛みに耐え

きれず作業を休まざるを得ない場合があったが，工渇長から怠けていると

宮われ厳しく叱られた.結局，自の痛みは 1週間ぐらい続き，その聞は涙

が止まらなかった。さらに，原告は，何回か風邪をひいたが，風貌程度で

は仕事を休むことはできず，風務業をもらって，仕事をしていた.

原告は，工場の中で f鮮人j などと呼ばれて侮獲されたことがあり，悔

しい思いをした，昼食を食ベる時は日本人と朝鮮人は別々にされていた.

原告は，寮に入った後，寮長から，賃金が入金されている通帳があると

いう艇を聞いたが.通帳そのものは見たことがない.また，朝鮮から父兄

の慰問団が来た時に，父親らが，被告不二館の職員に対し. r子供たちは

小さくて.自分で管理できないから.直接親元に送って欲しい。j などと

雷って.賃金の送金を要求したところ，彼告不二趣の職員がI r仕事が終

わって朝鮮に帰る時に送ります。jなどと雷っていたことがあった.また，

原告は，彼告不二避において，勉強する機会は全くなかった，

エ彼告不二倍での生活

原告は，被告不二鍾において，寮で生活した.寮には，日本人男性の察

長のほか. 3人の舎監{日本人男性2人，女性1人)がいた。寮では. 1 

郎屋に8人が寝るという状態で，各自に敷布団と働け布団が 1校ずつ与え

られた。寮は工場から徒歩で5分くらいの距艇にあった.寮からの外出は

原則として祭止されており，勝手に外出して見つかると，棒で股られるた

め，原告は，外出しようとは考えなかった.脱走することなど考えたこと

もなかった.

食事は.朝食と夕食は，寮でご飯とみそ什が出た.朝は午前6時ニろに

起きて，午前7時ころから食事となっており.部屋毎におひつがEられた
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が，中のご飯が少ないため，同じ部屋の人同士で取り合いになり，けんか

になることもあった。昼食は，小さい弁当箱の8111程にご飯と，残り 2割

におかずが入ったものを渡された。 1週間に一度は.弁当として三角パン

を渡された。食事の量が少なかったため，原告はいつも空腹であり，日本

に来る時に母や貌威からもらって隠していたお金で，コップ1杯程度の豆

を買い，食べたことがあった.

1 944年{昭和19年)から 1945年(昭和20年)にかけての冬

は， 1階の窓からは外が見えないくらいの降雪量があった。寮には全く暖

房役備がなかったため，冬は布団をかぶって寒さをしのいだが，あまりの

寒さのため手足が凍傷にかかって腫れてしまい，冬の聞は，ずっと手足が

かゆいままであった。凍傷の治療はしてもらえず.春になって治るまで，

我慢するしかなかった。

原告が被告不二舗に来てから約 1年後に，友人の父親らが敏告不二織に

来て.子供を帰さないことについてヤスダに抗織したが，この父親らも，

子供に会うことができただけで，子供を連れて帰ることはできなかった。

原告と原告徐臨も.この父貌らに， 一緒に連れて帰って欲しいと泣いて

惣願したが.帰ることはできなかった.また，原告らは.ヤスダに対し，

自宅に帰してくれと何度も泣きながら懇願したが，ヤスダからは何の返事

もなかった。原告は.原告徐.謹と同じ郁屋であったが，原告徐.越は，

家銭に会えなくて寂しいと雷つてはいつも泣いており，原告は.専ら彼女

を慰めていた。ある動労挺身隊員は，精神病になり，雨続に引き取られて

朝鮮に帰った。

原告は，家族宛てに 1か月に一度は手紙を出した。手紙には，家に帰り

たいということばかり書いていたが.家族からの手紙は一度も来なかった.

194 5年(昭和20年)になると，日中，夜中を問わず，頻繁に空豊島

響額が鳴るようになった.毎日のように空鍵普線が鳴り，また 1晩の聞に
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何回も空襲警報が鳴ることもあり，原告は，その皮に工場の近くにある林

に避難していた.ほぼ毎晩，空襲警報が鳴り，その皮に起こされて避簸し

なければならないため，睡眠時聞が短くなり，翌日は睡眠不足のまま働い

た.翌日の仕事が終わって帰ってくると，そのまま押入れで寝てしまった

こともあった，

オ帰国及び帰国後の生活

原告はJ 194 5年(昭和20年) 7月，被告不二鎗が沙恩院にヱ舗を

建股するということで，ヤスダに引串されて，同じ学校から被告不二鑓に

動員された 15人と一緒に，福岡から箪舷で清涼まで行き，消偉から汽車

で沙塁院まで遮れて来られた.原告らが，沙墨院に到着した時には，工場

が完成していなかったため，一旦帰宅するよう指示され，帰宅した.その

後.原告の家族は，原告が沙塁院に連れて行かれないようにするため，原

告を貌戚の家に隠した。原告自身も，もう 2度と彼告不二鍾の工織で働き

たなかったため，銀戚の家に隠れていたが，そのまま終戦を迎えた.終験

後も，原告の母は，原告を日本に送り出したことを非常に後悔してJ rも

う二度と日本に行かないでoJと雷っていた。なお，自宅に戻る前に，原

告は，被告不二越の職員から，沙恩院の工場に戻ったら賃金の入った預金

通帳を渡すと言われたが，その後，そのような通帳を受け取ったことはな

b、.
原告はJ.州女子中学校に入学し，事業後結縛した.失には，結婚して

すぐ，鋤労鍵身隊として被告不二績で働いた体験を話した.失は話を冷静

に聞いてくれたため，慰安婦と鋲解されることはなかったが，現在でも，

慰安婦と限解されることを恐れて，自分の子供や友人に対しでも，被告不

二舗での体験を隠すことはできない状態である.

被告不二越はJ 1 947年(昭和22年) 8月 30日.原告を被供託者

として.退職慰労金不足額として2円84銭，退職積立金として4円38
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銭，厚生年金として 18円，国民貯蓄として 113円62銭，預金として

107円88銭，合併246円72銭を富山司法事務局(当時)に供託し

た.また，彼告不二鑓が 1947年(昭和22年)ころから 1948年(昭

和23年)ころに作成した供託金還付鱒求者名簿には原告の名前がある。

なお，原告の厚生年金保険被保険者期間は. 1 944年(昭和 19年)

1 0月1日から 1945年(昭和20年) 8月31日とされている.

(2例 原告拶圃(以下.側において，原告というときは，原告柳.のことを

いう0)

前記前提となる事実，妊拠(甲B20の1及び2. 20の3の1及び2.

乙4の1及び8. 乙5のし 2及び9)及び弁鈴の金鍾旨によれば，以下の

事実が認められる.

ア 家族関係及び経歴

原告は， 1 928年 1昭和3年) 2月13日，出生し.その後，柳川1.
.と創氏改名させられた.原告の家族は.父が早くに亡くなり，母と兄3

人であり，原告が9餓のころ.片田舎から馬山市に引っ超して来た.原告

の兄らは，錐貨屋を営みながら，行商にも出て，生計を立てていたが，生

活は貧しかった.兄のうち 1人は，徴用により日本に働きに出ていた.

原告は，馬山市に引っ鍾して来るまでは.家が片岡舎にあったため学伎

がなく，学校に行くことができず，馬山市に引っ絡した後も.最初は夜間

学校の存在を知らなかったため，学校に行くことはなかったがt 1 1歳に

なってから 3年間，夜間学校に通った.国民学校に通うことはなかった.

原告は，学校に行かなくなってからは.雑貨屋の底番をしたり，家で家事

をしたりしていた.

イ 動労鍵身隊への勧誘

原告は， 1944年(昭和 19年) 6月ころ，顔見知りの朝鮮人の区長

から.日本の女学生が働いているところや生け花をしているところなどが
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写された写真を何枚か見せられて， r日本に行けば，こういうところで仕

事ができるし，金儲けもできるoL r生け花やミシンも教えてくれる01

などと言われ.勤労挺身隊に応募するよう勝われた.原告は，区長の穏を

聞いて，勤労挺身隊に応募して日本に行けば.家族のためにお金が稼げる

い仕事の銭術を身に付けることができ，習い事もできると思い.日本の

どの地績で.どのような仕事をするのかも分からないまま，区長の勧誘に

応じることを決意した.

原告は，同年6月ころ，他の約50人の勤労鍵身隊参加者らと共に馬山

の府庁に集合し.釜山まで行き，釜山から船で下闘に行き，下関から汽車

で富山に向かった.下関では，被告不二趣の職員3人が迎えに来ており，

その中には原告らの寮の舎監になったオオムラという 30歳くらいの女性

(以下「オオムラJというJ もいた.オオムラは，下関において，原告

らに対し.盗まれてはいけなb、から，持っているお金を全鶴自分に預ける

ように雷って，原告らのお金を預かった，オオムラは，いつでも返すと言

っていたが，実際に富山に着いてからは，原告らが理由を雷わなければ，

返してもらうことができなかった.原告は，空腹に耐えかねて，一度，オ

オムラに対し， rお箸が折れたので買うけなどと嘘をついて，お金を返

してもらったことがあった。

ク 被告不二継での仕事

原告は，彼告不二越において，旋盤を使用して鉄の縛に穴をあけて飛行

機の部品を作る作業に従事した.原告は.作業方法を男性の工員から教わ

ったが，男性の工員らは，その後戦争に行ってしまったため，原告らがそ

の作業を受け持たされた.原告が扱った鉄の様は，憂さが肘から手首ぐら

いまであり，太さも腕ぐらいはあるとても盟主たいものであった.

原告が従事した旋盤を扱う作業は危険なものであり，指や手に生傷が絶

えることはなかった.原告は，右手の鋭指を機敏で切って. 2、3針縫う
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怪我をしたことがあったため，現在も.右手の鏡指の爪は，変色し曲がっ

ている.怪我をした時には治療を受けることはできたが，仕事は休ませて

もらえなかった。また，原告は， 1日中立ちながら作業していたため.足

が常にむくんで痛かった。原告は，右足に炎症を起こし.約20日間入院

して，足首に穴を2箇所聞けて，ホ}スで腺を取り出す手術を受けたこと

がある.

本件工場においては.昼夜2交代制がとられており， 1週間毎に昼動と

夜鋤を繰り返した.工場自体は，機械を休ませることなく， 2 4時間操業

を続けていた.食事の時間は20分程度しかなく.それ以外に休態時間は

なかった.

原告は，寮の舎監から，賃金については.帰る時にまとめて払うという

脱明を受けていたが，結局，賃金は支給されていない.また，生け花は2

回見学しただけで教えてもらうことはなく.ミシンも教えてもらうことは

なかった.

エ彼告不二鎗での生活

原告は，彼告不二週Bにおいて，療で生活した。寮では. 8畳の部屋に1

0人くらいずつ寝泊まりした.外出は，病院に行く時等を除いて，原則と

して禁止されており，寮の入口には常に見張りの者がいた.また，家族に

手紙を出す時には，内容を舎監に見せてから封をさせられ.家族から自分

宛てに来た手紙も検問されていた.

食事は，少しの御飯と，朝はみそ汁，昼はたくあん，夜はおかず1品程

度であり，魚や肉類は一度も出たことはなく.その量は少なかったため，

原告は，常に~腹を感じていた.原告は，母が送ってくれた何かの粉を一

度に大量に食べたため，お腹をこわしたことがあった.また，原告は.足

の炎症のため通院している時に.病院からの帰り道で芹やひましの集をと

ってお茶に入れて食べたり，母から送られたすり胡麻に温を入れたものを
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お茶に入れて飲んだりして，空腹をしのいでいた。

寮には暖房股備はなく.また，原告が与えられた寝具は，敷布団 1枚，

着布団 1枚のみであったため，冬は肉筆の人と抱き合って寒さをしのいだ

が，それでもひどい需焼けになった。また，原告の体飼は，被告不二越に

来てから感化しI 3か月後には生理も止まってしまった。

原告は，被告不二越の社歌を暗記させられたので，今でも覚えている。

また，原告は，当時，勤労挺身隊の歌の替え歌をみんなで歌って気を紛ら

わせようとしていたが，その替え歌を今でも覚えている.その歌飼は， r富

山来るとき嬉しかった 一夜過ごせば悲しさよ いつかこの工場去るでし

ょうかいつか不二結去るでしょうかああ ああ陰でなく涙はJとい

うものであった。

オ帰国及び帰国後の生活

原告は. 1 945年(昭和20年) 7月，被告不二越が沙里院に工場を

建設するということで，沙里院まで連れて来られ，帰宅することができた。

原告が帰宅した時，その身なりがみすぼらしかったため，家族は，最初，

原告のことが分からないほどであった。

原告は，帰宅して約 1年後に結婚した。夫は，原告が46歳の時に亡く

なったが，原告は，慰安婦と鎖解されることを恐れて.夫には最後まで勤

労挺身隊として被告不二越で働いたことを錯すことができなかった。原告

は.自分の息子らにも，長い間.話すことができなかったが，今から 10 

年程前に初めて穏をした.

被告不二越はI 1 9 4 7年(昭和22年) 8月30日，原告を被供託者

として，退職慰労金不足額として 2円84銭，退職積立金として4円90

銭，図民貯蓄として 59円66銭，預金として49円35銭p 合計116

円75銭を富山司法事務局(当時)に供託した。

なお，原告の厚生年金保険被保険者期間は， 1 944年(昭和 19年)
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1 0月1日から 1945年(昭和20年) 8月31日とされている。

(21) 原告本圃得(以下， (21)において，原告というときは，原告朴.得のこと

をいう。)

前記前提となる事実，経鎚(甲A92，98，甲B21の1ないし3，乙

4の1及び4，乙5の1，2及び5)及び弁論の金趣旨によれば，以下の事

実が認められる。

ア 家族関係及び経歴

原告は， 1 9 3 1年(昭和6年) 1 2月5日，大郎市で8人兄弟の5番

目の子供として出生し，その後.新 創氏改名させられた。原告の

父は，人を雇って農業をしており，家庭は，比較的裕福であった。

イ 勤労挺身隊への勧誘

原告は， 1 944年(昭和 19年) 3月，大郎途城国民学校を卒業した

ところ，同年5月ころ. 6年生の時に担任であった守屋という日本人教師

(以下 f守屋j としづ。)から学校に呼び出され，学校で守屋と男性2人

から， r国のために仕事をしなければならないから縫身隊に行きなさい。

日本に行ったら勉強を教えてもらえる.中学校の勉強を教えてもらえるし，

生け花や裁縫など女性が知っていたらいいものは全郎教えてもらえる。朝

鮮の女性はみんな行くようになるから，どうせ行くなら早くいった方がい

い。j などと雷って，鋤労挺身隊に参加するよう勧めてきた.当時，朝鮮

では女子で中学校に進学できる者は少なかったことから，原告は，中学校

の勉強を教えてもらえるとの点に魅力を感じ，また，国民学伎で国のため

に尽くすことが大事だと教えられていたことから.その場で守屋に対して

勤労挺身隊へ歩加することを承絡した.

原告は，勧誘を受けた当日の帰宅後に，母には勤労挺身隊へ参加する旨

伝えたが，父に対しては，勤労挺身隊への種参加を伝えれば， r女の子が 1

人で外国に行くなんてとんでもないoJ と反対されるに違いないと思い，
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勤労挺身隊への参加を秘密にした。原告は，父が昼寝をしている聞に印鑑

を持ち出して，守屋に届け，勤労挺身隊に参加するための書類を作成した。

原告は，同月 15日.慶尚北道からの鋤労挺身隊参加者と共に大郎市内

の慶尚北道道庁前広場に集合した。ここには約45人が集合した。原告ら

は.動労挺身隊の鉢巻きとたすきを波され.道知事から f一生懸命やって

こいoJと滋励されて.道庁前広場から大郎駅へ移動し.そこで汽車に乗

った.広場には原告の母と姉も来ており，母は激しく泣いていたが，別れ

の線拶を交わすことができなかった.目的地が富山であることは，汽車の

中で初めて知らされた.

原告らは，釜山で1泊し，翌日下関の線館に到着し，その後.富山まで

連れて来られた.

ウ 彼告不二鍾での仕事

原告は.被告不二倍に到着した週日から，旋盤を使用してドりルを製造

する作業に従事した.原告は，背が低かったため，踏み台に乗って作業を

した。午前8時ころから午後5時ころまで働き，午後5時ころから午後6

時ころまでは機彼等の滑織作業を行った。途中に 1時間の休態時間があっ

た.工場と療の往復は.隊列を組んで.軍歌を歌いながら行進した.

原告は，被告不二鍾に来て約8か月後に，機敏を伏き上げる消織作業を

していた時に.機械を拭く布と一緒に手が機被に巻き込まれ，人差し指が

切れて務ちそうになり，指を8針縫う怪我をした.病院で指を縫った後も

20日間ほど通院を続けたが，その間仕事を休むことは併されず，工場の

婦除をさせられた。原告の指には現在も当時の傷跡が残っている，

原告は，賃金を支給された二とはない.また，原告が朝鮮から持ち込ん

だお金や面会に来た線戚がくれた小遣いさえも，貯蓄をすればそれだけ得

になるからと首われて，舎監に全部預けさせられた.また.被告不ニ館に

おいて，勉強を敏えてもらう機会は全くなかった.
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エ彼告不二鍾での生活

原告は，被告不二鑓において.寮で生活した.寮ではt 1 0畳程度の部

屋に 10人で生活した。寮の周囲には鉄条網が張り巡らされており，外出

は原則として禁止されていた.

食事は，被告不二鎗に来た最初の日の朝食にはカレーライスが出たが，

翌日からは.朝食は小さな茶碗1杯のご飯とみそ汁.昼食は三角形の食パ

ン3切れだった。昼食の食パンは，朝に弁当として波されたが，原告らは

朝食だけではお腹が空くので，朝のうちに食パンを食べてしまい，昼食時

は水だけを飲んでいた.肉や魚は一度も出なかった.原告は.余りに空腹

のため，国民学校4年生の時の担任やクラスメートから受け取った慰問文

の中に密かれたパンの絵を見て，泣いてしまったことがあった.

194 5年(昭和20年)になると空袋嘗報が頻繁に鳴るようになり，

夜には布団 1枚をかぶりながら遊緩したが，原告は，朝鮮に帰れないまま

ここで死ぬかもしれないという恐怖に怯えた.

オ帰国及び帰国後の生活

原告はt 1 9 4 5年(昭和20年) 7月，彼告不二舗が沙皇院に工場を

態依するということで，同時期に慶尚北道から動員された45人と一緒に

沙里院へ巡れて来られた.沙里院で数日間待機した後，自宅待織を指示さ

れて，同月 18日，原告は帰宅し，そのまま終戦を迎えた.原告が自宅に

帰ったとき，その身なりがみすぼらしかったため，母は.原告を乞食と間

違えたほどであった。なお，帰宅の際に賃金や預金等が支払われることは

なかった.

原告は，帰国後，栄養失調のために結核性リンパ炎を患い，現在は狭心

症に悩蛮されている.また，原告は，帰国後，同じ学校の同級生らと交流

することはなかった，

彼告不二鎗は. 194 7年(昭和22年) 8月30日.原告を被供託者
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として，退職慰労金不足額として2円84銭，厚生年金として 18円，国

民貯蓄として 72円21銭，預金として214円50銭，合併307円5

5銭を富山司法事務局(当時)に供託した.

なお，原告の厚生年金保険被保険者期間は， 1 944年(昭和 19年)

1 0月 1日から 1945年(昭和20年)8月31日とされている.

(22) 原告村.福(以下，凶において，原告とb、うときは，原告村・1mのことを

いう.}

前紀前提となる事実.車E鎚(甲A92，甲B22の 1ないし3，乙4の1

及び6，乙 5の 1，2及び7)及び弁論の全忽旨によれば，以下の事実が偲

められる.

ア 家族関係及び経歴

原告は， 1 930年(昭和5年) 4月23日，響州市で4人兄弟の3番

目として出生し，その後，・・・・・と創氏改名させられた.原告の父は，

農業を営んでおり，経済的には普通の生活であった.

原告は，吉野国民学校に通っていたが， 2年生からは朝鮮絡を習わず，

全ての授業が日本語で行われた.朝鮮語を話すと，線で手を打たれたり.

足を叩かれたり，手を挙げて立たされたり， トイレ掃除をさせられるなど

の飼を受けた。学校の授業では，朝鮮の歴史は教えられず，日本の歴史を

教えられた，また，教育勅儒を教えられ，皇国臣民の管関を毎日唱えさせ

られたほか，歴代天皇の名前を暗記させられたため.原告は，現在でも，

歴代天皇の名前を暗唱することができる.

イ 鋤労縫身隊への勧跨

原告は， 1 944年(昭和 19年)審当時，吉野国民学校5年生に在学

していたが， 4年生の時から担任であった影山という 30歳前後の女性の

日本人教師(以下『影山J という0)が，授業時間中に.女学生が工場で

働いている活動写真を見せながら. r日本に行ったらもっと勉強が出来る
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し.中学や高佼にも行ける。J)rエ織の股備や待遇も良いし，生け花も踊

りもミシンも教えてもらえる。1.rどうせみんな行くことになるのだから，

l番先に行くのが一番有利だoJ. r愛国することだ.図のために働かない

かけなどと雷って，動労挺身隊に参加することを勧めてきた。賃金や仕

事の内容についての脱明はなかった.

原告は，女学生が仕事をしている活動写真を見せられて，勉強ができる

のだと患い.また，日本は素晴らしいところだと思っていたので.影山の

勧誘を承節した。当時の原告は，国民学校で受けた敏育の影響で，影山の

首業を両銀の雷業よりも信用していたし，天盆に事仕することが愛国する

ことだと信じており.国のためには行かなければと思っていた.

両銀は，原告のことを心配し，日本行きを反対して学校へ抗織しに行っ

たが，原告は.影山の曾うことだから間違いないと信じ，影山から印鑑を

持ってくるように宮われたので，父の印鑑を無断で持ち出した.

原告の通う吉野国民学校からは，原告を含めて5人が鋤労笹身隊として

日本に行くことになった.原告は.同年6月ころ.普州駅から汽車で出発

したが.原告は，普州駅では両親から隙れる寂しさで泣いてばかりいた。

晋州駅から汽車で釜山へ行き，釜山から連絡船で下関に行き.下関で 1泊

して汽車で富山に着いた。彼告不二週2から派遣された日本人が原告らを引

率した.

ウ 被告不二趣での仕事

原告は，被告不二倍において，素材繰に所属し，飛行機の郎品を作る作

業に従事した.原告は，体が弱く旋盤を操作することができなかったので，

答のような直径2ないし3ミリメートルの金属俸を 5ないし 10センチメ

ートルの長さに切るターレットという機械を担当させられた.この作業は.

回転する金属俸をパイドという刃を挺子を使って人カでおろして切断する

ものであったが. 1本切るにも両手でカを込めないと切断することができ
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なかったo 1日のノルマは6000本から 8000本と決められていた。

原告は，作業中に金属俸の勲い切り屑が銃掃に刺さって，観指が化厳して

しまい， 2回も手術をしたが.その治療中にも作業をさせられた.

原告は.毎朝，寮の玄関で列を組んで後拶し.工場まで行進して.午前

8時ころに出鋤し，午前9時ころには自分の仕事台の前で仕事を始め，夏

は午後 7時ころまで，冬は午後5時ころから午後6時ころまで仕事をした.

ノルマが終わらないと残業させられた.夜鋤の時は.午前0時ころに休態

時聞があり.原告は.夜間の休魁中に居眠りをしていて，上司に小突かれ

て『ぱかやろう oJと怒鳴られたことがあった.日曜日に働いている者も

いたが，原告は日E面白は休日だった.

原告の賃金は，被告不二鍾が貯金して最後に通帳をもらう約束になって

いたが，結局.原告に通帳が渡されることはなかった.また，原告は，家

から持ってきたお金を預けさせられ，用途を申告して使っていたが，残り

は返してもらえなかった。

エ 被告不二趣での生活

原告は，被告不二館において，寮で生活した.寮は， 1 0畳程度の鶴屋

に10人で生活しており，原告は，そこで閉じころに来た馬山や京自民道出

身の動労挺身隊員と生活した.閉じ国民学校からの隊員とは同じ郁屋では

なかった.自由に外出することはできず，原告は，怪我をして病院に行く

時以外に外出したことはなかった.

食事は，朝も昼も夕食も，お椀に半分弱の大豆入りご飯とみそ汁 1杯弱

とたくあんばかりであった.ただ，昼食には月に 1，2回，肉の入ってい

ないカレーライスが出たし，パンが出たこともあった.おかずが出たこと

はなかった。夜鋤の時は，夜食としてひし形の三角パン2枚が出た.食事

の量が少なく，原告は，いつも空腹であったが，夜食のパンは，原告の口

には合わず.おなかがすいていでもあまり食ベられなかった.また，原告
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は，空腹を満たすため，寮に生えていた芹を食べて下痢をしたことがあっ

た。

194 5年(昭和20年)になると，空鎖磐線が頻繁に鳴るようになり.

昼は防空町q線をして，夜は防空織に避鍵するようになった。やがて毎日の

ように空...報が鳴るようになると.原告は不眠症になり，思うように体

が動かなくなって.寮の衛生室で寝ている生活になった。衛生室には鹿北

からきた老襲がおり，原告を心配して. rおかゆを食ベなさい.食べない

と死ぬよ。お母さんに会ってから死にたいでしょうけと雷っておかゆを

作ってくれた。仕事に戻っても，体が動かずに再び衛生室に戻っていた。

衛生室にいても眠ることはできず，食べることもできなかったので，原告

の体は，痩せ細ってしまった.

オ帰国及び帰国後の生活

原告は. 1 945年{昭和20年) 7月.彼告不二鎗が沙里院に工舗を

建役するということで，富山から消織を経て，沙皇院まで連れて来られた。

原告は，船に乗れと雷われて紛に乗ると，その船の中で，疎開するのだと

いうことを聞いた.富山から清涼に渡る際には，潜水鐙の攻患を避けるた

めに迂回したため. 1週間船の中で過ごした.この時，原告はひどい船酔

いにかかった。沙里院で数日間待機した後，招集がかかるまでの自宅待微

を命ぜられ，荷物は何も持たずに作業着のまま切符をもらって晋州の自宅

に帰り，そのまま，同年8月15日の終験を迎えた.

その後，原告は，不眠症で眠ることができず，独り言を言いながら歩き

回るような状餓であった.父は心配して，良いと聞くとどんなに遠くても

お酸いをしてもらいに原告を連れて行った。医者の診察を受けたところ，

神経表弱で入院が必要だと曾われたが.お金がなかったため，寮をもらう

ことしかできなかったo また，栄養不足のため脚気にもなった.

原告は， 1 9歳の時.結婚したが，不眠症の薬を手放すことはできなか
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った.原告は，この結婚の際，勤労鍵身隊として被告不二越に働いたこと

や不眠症になっていることを夫や夫の家族にも秘密にしていたため，不眠

症の薬も夫に隠れて飲むしかなかったが，寝ている時にうわごとを口走る

ことを夫から指摘され，自ら家を出て結婚生活は半年程で破綻した.この

ようなことがあって後，原告の父は，何も食ペることが出来なくなり，間

もなく死亡した.また，原告の母もその2. 3年後に4.0代の若さで死亡

した.

原告は， 2 4歳の時に再縛して3人の子供を産んだ.夫は，原告が42

歳の時に死亡し，原告は，現在，息子一家と纂らしている.原告は，現在

でも体の調子が感く不眠症に悩まされている.また，原告は，慰安婦と限

解されるのを恐れて，勤労挺身隊として被告不二鎗で働いたことを，夫に

も子供にも一切秘密にしてきた。

被告不二越は， 194 7年(昭和22年) 8月 30日，原告を被供託者

として，退職慰労金不足額として2円84銭，国民貯蓄として52円75 

銭，預金として 114円87銭，合併170円46銭を富山司法事務局(当

時)に供託した.

なお，原告の厚生年金保険被保険者期間は， 194 4年(昭和 19年)

1 0月 1日から 1945年(昭和20年) 8月31日とされている.

ω) 原告雀-<以下，闘において，原告というときは，原告鑑.めこ

とをいう。)

前記前提となる事実，証拠(甲B23の1ないし 3，2 3の4の1及び2，

23の5及ぴ6，原告本人)及び弁論の金趣旨によれば，以下の事実が認め

られる。

ア家族関係及び経歴

原告は， 1 9 3 1年(昭和6年) 2月2日，全州市に出生し，その後.

大~と創氏改名させられた。原告の家族は，父母と弟 1 人であったが，
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父と弟は，原告が小学校3年生のころに満州に行って，その後，帰ってこ

なかった.父と弟がいなくなってから，母が家政婦をしたり，行商をした

りして生併を立てていたが，貧しい生活であった.

イ 勤労挺身隊への勧誘

原告は. 1 944年(昭和 19年) 1 2月ころ，海星尋常小学校6年生

に在学していた(原告は. 9歳の時に小学校に入学したので. 1 3歳で6

年生であった。)0ある日，日本人が校長と一緒に6年生40人くらいが

いる教室にやってきて. r日本の不二越に行けば.お金も稼げるし，勉強

もできる。1. r食事は十分食べられる01. r日本に行ったら.何でも習う

ことができ，立派な人になれるけなどと言って，鋤労挺身隊に参加する

ように勧めてきた.仕事は飛行機の節品を作る仕事で.簡単な作業だとい

う話だった.その後，生徒1人 1人が担任の男性の朝鮮人教師に呼び出さ

れ，鋤労挺身隊に歩加して被告不ニ舗に行くよう勧められた。

原告は，当時.学校の成績はよく.将来は外交官になりたいと考えてい

たが，経済的な理由から小学校を卒業しても中学校に進学することは困難

な状況であったa また，原告は，当時，学校で日本と朝鮮は『内鮮一体J

であり，日本は朝鮮を守ってくれる図であると教えられていたので，日本

は豊かないい図であると思っていたe そのため，原告は，教師らの話を聞

いてJ r不ニ越はお金も稼げるし勉強もできるいいところだ。行けば立派

な人になれる。Jなどと思い，すぐに被告不二趣に行くことを承絡した。

原告は，母に話をしたところ，母は，ひどく心配して強く反対し，学校

にも出向いて担任に抗織したが.担任は，書類が上級線開に上がってしま

っており，決まったことは仕方ないなどと雷い，また，原告が日本に行き

たいといって聞かなかったこともあって，母は，最終的に締めた。結局，

原告のクラスからはJ 7人が勤労挺身隊に診加することになった。

原告はJ 1 9 4 5年(昭和20年) 2月ころ.全州から勤労鍵身隊に参
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加する者らと旅館に 1泊して合宿し，引皐のカナヤという女性の朝鮮人教

師から日程等の説明を受けた。全州から勤労縫身隊に歩加する者は約50

人で，年齢は 12歳くらいから 14歳くらいであった.この合宿の時に，

母が日本に持っていくためのミスカルと衣服を届けてくれた.同月 25日

ころ，金州駅で出発式が行われ， ・原告らは日本に向けて出宛した。出発式

では，原告らと見送りの家族との閑には警官隊がおり，原告は，母の顔を

自信れて見るだけで鰭すことはできなかった。母も含め.見送りの家族は泣

いていた。原告らは，釜山で他の地方から来た勤労挺身隊参加者と合流し

て.紛に策った。船の中では， r半島女子艇身隊乙女の欧j の歌飼を書い

た紙をもらい，歌を教えてもらった。また，空11に備える8J1)錬があり，サ

イレンが鳴るとみんなでデッキに上がった。日本に到着すると汽車で富山

まで連れて来られた。原告らは.同年3月1日ころ.富山に到着tした.

ウ 彼告不二越での仕事

原告は，彼告不二越に到着した翌日から約 1か月にわたり，運動場に出

て f歩綱取れりなどと号令をかけられて行進するm'，練等を受けた.訓練

には大隊長.中隊長と呼ばれる軍服を着た男性が3人著書加しており，原告

らを指導した。その下には小隊長と呼ばれる女性の教師がいた。訓練に参

加する勤労鍵身隊員らは，分隊に分けられ，勤労縫身隊員の中から分隊長

が指名された。 1つの小隊には約 100人の勤労縫身隊員がいた。原告ら

全癒北道の動労挺身隊員 100人は，第2小隊だった。休懲中に，隊長が

手をあげて f集合!Jと号令をかけることがあり，そのときはすぐに走っ

て集合しなければならず，集合に遅れると中隊長から平手で頬を殴られた.

原告は，中隊長に叱られることがとても怖くて，叱られて頬を殴られた時

は泣きながら馴練を受けていた。

その後，原告は，軸受2繰に所属し，機敏でベアリングを研磨するベア

リングの仕上げの作業に従事した。 1日に磨くベアリングのノルマが決め
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られていて.原告は，食事の時間以外は一生懸命仕事をしないとノルマを

こなすことができなかった.機敏の前で 1日ずっと立ったままの仕事であ

った.日本人の男性の工場長が工場内を行ったり来たりしており.原告ら

を監視していた。原告は.工場長から叱られたことはなかったが，物を落

としてすぐ拾わないと，大きな声で怒られた.同じ線に原告の知っている

鋤労縫身隊員が3人ほどいたが，日本人もたくさん働いていた。日本人の

女学生たちも働いていたが，週に一度は実家に帰っていて.原告は，日本

人の女学生が築家から持ってきた餅を食べさせてもらったことがあった.

原告の担当していた作業は，危険なものであった.織械の前には機敏に

動力を伝えるベルトが高速で回転しており，原告の近くで作業をしていた

日本人の女学生がこのベルトに巻き込まれて大怪我をしたことがあった.

ベアリングにナンバーを付ける機械にベアリングを送り込む作業をしてい

た日本人の男性が，指を切断してしまったこともあっだ.原告は，集中し

て作業を続けたため.目がとても疲れ.まぶしくて見えにくくなり，上を

見上げることができなくなったが.下の方は見ることができたので作業を

続けた。このように目の調子が感くても休みはもらえず.病院にも行けな

かった.また.原告が機敏に指を入れて作業をしている時に，友達がトイ

レから帰ってきて原告の機械のスイッチを入れてしまったことがあり，機

敏に庄手の人差し指を狭まれて，指が削られて骨が見えるようになってし

まったことがある。 1週間は病院に通院したが，その聞も，指に包帯を巻

いたまま仕事をしていた.

原告は，午前6時ころに起床し，午前7時ころに出動した.仕事が終わ

る時聞は時期によって遣っていたが，夏でも少し暗くなってから帰ってい

た.寮に帰って食事をし，体を洗うと，まもなく就寝時間である午後 10 

時になった.

原告は.賃金を支給されたことはなく，生け花や書道を教えてもらった
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ことも勉強する機会も全くなかった。行事といえば，エ舗で働く原告ら

の様子を搬影した映画を見せてもらったことと朝鮮から来た人の歎を

聴いたことがあるくらいだった.

エ被告不二越での生活

原告は，被告不二継において，療で生活した。寮では， 1部屋に約25

人の鋤労箆身隊員が生活していた，工場8からは隠れたところにあり，勤労

縫身隊員が 10人くらいまとまって工場と寮の聞を行き来した.工場に行

く前と帰ってきた後，それから寝る前に点呼があった。寝る時は日本人の

教師が寮内を巡回しており，決められた規則を守らないと怒られた.病院

に行く時も工場の正門で出入りの時間をチェックされた.工織の門のとこ

ろには門番がいて，出入りを監視していた。寮から手紙を出す時は，寮の

事務所に封を聞けて出さなければならず，内容を検閲されるため，手紙に

は帰りたいという本当の気持ちは書けず，元気でやっているとだけ書いて

いた.

食事は，靭と夜がご飯とみそ汁とたくあん文は海苔であった，海草が入

った什物が出ることもあったが，原告の口には合わなかった。各部屋に配

られるご飯を 1部屋約25人で分けると，茶碗に半分もなかった。ご飯は

豆ご飯で，夏にはくさくなっていたときもあった，昼食には三角パンが3

つ出たが，朝のうちに食べてしまうこともあった。食事の盤が少なくて.

原告は，いつも空腹を感じていた。

原告は，あまり怒られることはなかったが，寮に入って聞もない 194

5年(昭和20年) 3月ころ，みそ粋にご飯を入れて食ペてはいけないと

雷われていたのにそれを守らなかったために，約 1時間食堂の外で立たさ

れた.原告は，友人とは早く帰りたいと話し合っていたが.教師には怖く

て雷うことができなかった.

また.原告と同じ学校から参加した日本名を減原さんという勤労挺身隊

- 129 -



〈

員は，被告不二越に行った時から体綱が惑がったところ，病気が感化し，

同年7月ころ.1，也の勤労挺身隊員が沙里院に移動するのに合わせて帰国し

たが，その後病死した.

同年8月ころには，毎日のように空袋嘗報が鳴るようになり.靴と非常

袋を枕元に偉いて寝て，讐報が鳴ると電灯は付けずに避熊することが続き，

毎日睡眠不足で眠たかった.同月 1日には，夕食後に警報が鳴って.布団

をかぶって川辺に遜鍵していたところ，午後 10時ころから明け方にかけ

て激しい窪畿があった.この時は川辺から焼夷弾がはじける織子が見え，

その破片が自分のところに飛んでくるような気がして，本当に怖い思いを

した。

オ 帰国及び帰国後の生活

原告はt 1 945年(昭和20年) 8月15日，ラジオ放送を聞いて終

戦を知った。原告は，自分は空襲で死ぬだろうと思っていたので，終戦と

聞いて.ほっとした気持ちがした.終戦後は，仕事がなく，食事はもらっ

ていたものの，毎日空腹で，持ってきた衣服と豆を交換しながら何とか生

活した.帰国前に，持ってきた衣服は全て交換してしまった.原告は.同

年 10月ころ，帰国することができたが，この際も被告不二鎗から賃金の

ことは何も鋭明されなかった.

原告の母は.終戦後，原告がなかなか帰ってこないため心配して，終戦

の日から，毎日，金州駅に出ては最終列車を見るまで，家には帰らなかっ

たということである.

原告は，帰国中にひざの皮膚がかゆくなり始めた。家に帰ってからは足

が痛くなり，痛みのため，歩くことができないほどであったが，治療費が

なくて病院にも行けなかった.母は.織の木がいいと雄かから聞いてその

皮を裂いて貼ったところ.原告の症状は治った.その後も後遺症で病院に

行き治療を受けた。また，原告は，帰国後すぐに，原因不明の耳の痛みが
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しばしば続いて，右耳の鼓膜が破れ，今は左耳のみで聞いている。

原告は， 1 948年(昭和23年)に結婚して， 4人の子供を産んだ。

夫も日本にいた経験があったため，原告は，夫には勤労挺身隊に参加して

被告不二舗で働いたことを錯すことができた。

なお，原告の厚生年金保険被保険者期間は， 1945 (昭和20年) 3 

月 1日から同年8月31日とされている。
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